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一 

法
制
度
分
析
の
視
点
と
対
象

1　

地
方
分
権
を
妨
げ
る
法
令
の
過
剰
過
密

日
本
の
地
方
分
権
改
革
が
衆
参
両
議
院
の
地
方
分
権
推
進
決
議
（
一
九
九
三
年
）
に
始
ま
る
と
す
れ
ば
、
今
年
は
分
権
改
革
の
二
五
年

目
と
な
る
。
こ
の
間
、第
一
次
分
権
改
革
（
二
〇
〇
〇
年
施
行
）
で
は
、
機
関
委
任
事
務
の
廃
止
な
ど
に
よ
り
、国
と
自
治
体
の
関
係
は
対
等
・

協
力
の
関
係
に
転
換
し
た
が
、
そ
の
後
の
分
権
改
革
（
第
二
期
分
権
改
革
、
二
〇
〇
七
年
〜
現
在
）
で
は
、
長
期
に
わ
た
り
法
令
の
「
義
務
付



二

け
・
枠
付
け
の
見
直
し
」
が
行
わ
れ
た
も
の
の
、
法
令
全
体
か
ら
み
る
と
、
一
部
の
事
項
を
限
ら
れ
た
範
囲
内
で
条
例
に
委
任
す
る
、
断

片
的
な
改
革
に
と
ど
ま
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
地
方
自
治
法
と
い
う
一
般
法
は
変
わ
っ
た
が
、
実
務
を
左
右
す
る
個
別
法
は
集
権
バ
ー
ジ
ョ

ン
の
ま
ま
温
存
さ
れ
て
い
る
。
分
権
改
革
の
成
果
が
感
じ
ら
れ
な
い
と
い
う
指
摘
が
あ
る
が
、
そ
れ
は
当
然
と
も
い
え
る
。

で
は
、
個
別
法
の
問
題
点
と
は
何
か
。
端
的
に
い
え
ば
自
治
体
の
事
務
を
定
め
る
法
令
が
過
剰
過
密
に
な
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ

こ
で
「
過
剰
」
と
は
、
地
域
の
課
題
に
対
し
て
必
要
以
上
に
多
く
の
法
令
が
制
定
さ
れ
て
い
る
状
況
を
い
い
、「
過
密
」
と
は
、
そ
れ
ら

の
法
令
に
お
い
て
必
要
以
上
に
細
か
な
規
定
が
制
定
さ
れ
て
い
る
状
況
を
い
う
。
こ
の
「
過
密
」
と
は
い
わ
ゆ
る
「
規
律
密
度
」
が
高
い

こ
と
で
あ
り
、
前
述
の
「
枠
付
け
」
の
問
題
で
あ
る
。
国
の
法
令
が
過
剰
過
密
に
な
っ
て
い
る
た
め
に
、
自
治
体
は
法
令
執
行
の
裁
量
を

生
か
す
こ
と
が
で
き
ず
、
条
例
制
定
の
余
地
も
限
ら
れ
る
の
で
あ
る
（
以
上
に
つ
き
、
礒
崎
二
〇
一
七
参
照
）。

筆
者
は
、
地
方
分
権
改
革
推
進
委
員
会
が
主
導
し
た
「
義
務
付
け
・
枠
付
け
の
見
直
し
」
に
つ
い
て
、「
検
討
方
法
と
し
て
外
形
主
義

と
条
項
主
義
を
採
っ
た
た
め
、
法
令
や
規
定
の
内
容
に
立
ち
入
っ
た
検
討
が
で
き
な
か
っ
た
」
と
批
判
し
た
。
す
な
わ
ち
「
個
々
の
規
定

の
実
務
上
の
意
味
や
法
令
全
体
の
趣
旨
な
ど
の
検
討
を
抜
き
に
し
た
た
め
、
必
要
性
の
高
い
規
定
・
法
令
で
あ
っ
て
も
一
律
に
廃
止
か
条

例
委
任
を
求
め
る
こ
と
に
な
っ
た
し
、
逆
に
条
例
委
任
の
規
定
さ
え
置
け
ば
存
置
で
き
る
こ
と
に
な
っ
た
」
し
、「
デ
ジ
タ
ル
（
二
者
択
一

的
）
な
基
準
に
よ
る
切
り
分
け
が
中
心
と
な
っ
た
た
め
、『
程
度
』
の
概
念
を
含
め
る
こ
と
が
で
き
ず
、
規
律
密
度
の
緩
和
と
い
う
本
来

の
目
標
が
軽
視
さ
れ
た
」
と
指
摘
し
た
（
礒
崎
二
〇
一
一
ｃ
：
三
七
七
）。

し
か
し
、
法
令
の
過
剰
過
密
の
状
況
を
検
証
し
た
研
究
は
、
ほ
と
ん
ど
見
当
た
ら
な
い
。
ま
し
て
、
法
令
や
規
定
の
内
容
に
立
ち
入
っ

た
検
討
や
、「
程
度
」
の
概
念
を
含
め
た
改
革
論
は
、
容
易
で
は
な
い
。
も
ち
ろ
ん
ど
ん
な
行
政
分
野
で
も
、
関
係
の
法
令
集
を
ひ
も
解

い
て
み
れ
ば
、
お
び
た
だ
し
い
数
の
法
令
が
存
在
し
、
細
部
に
い
た
る
ま
で
自
治
体
を
縛
っ
て
い
る
こ
と
は
実
感
で
き
る
。
し
か
し
、
こ
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う
し
た
個
別
法
の
実
態
を
総
合
的
に
示
し
た
文
献
は
ほ
と
ん
ど
な
い
し
、
個
別
法
の
規
定
（
特
に
規
律
密
度
）
を
横
断
的
に
分
析
し
た
例

は
見
当
た
ら
な
い
。
こ
の
作
業
は
、
研
究
者
に
と
っ
て
手
間
と
紙
幅
を
要
す
る
わ
り
に
研
究
成
果
と
し
て
の
価
値
は
低
い
と
考
え
ら
れ
る

し
、
縦
割
り
の
職
務
を
担
当
す
る
実
務
家
に
と
っ
て
そ
も
そ
も
必
要
の
な
い
作
業
で
あ
る
。
そ
の
結
果
、
個
別
法
の
規
定
に
関
す
る
総
合

的
・
横
断
的
な
研
究
は
、
抜
け
落
ち
た
一
章
（a m

issing chapter

）
に
な
っ
て
い
る
。

私
自
身
も
、
こ
う
し
た
作
業
の
重
要
性
を
認
識
し
つ
つ
先
送
り
し
て
き
た
が
、
第
二
期
分
権
改
革
も
終
わ
り
を
迎
え
つ
つ
あ
る
い
ま
、

新
た
な
分
権
改
革
を
提
案
す
る
た
め
に
は
こ
の
作
業
が
不
可
欠
に
な
っ
て
い
る
。
本
稿
は
そ
の
第
一
弾
で
あ
る
。

2　

法
令
の
規
定
分
析
の
視
点

法
令
の
制
定
状
況
を
把
握
す
る
こ
と
は
難
し
く
な
い
が
、
そ
の
規
定
内
容
を
把
握
し
分
析
す
る
に
は
、
い
く
つ
か
の
視
点
を
設
定
す
る

必
要
が
あ
る
。

第
一
に
、
各
法
令
が
ど
う
い
う
事
項
に
つ
い
て
規
律
し
て
い
る
の
か
、
政
策
的
・
横
断
的
な
視
点
を
設
定
す
る
こ
と
で
あ
る
。
政
策
に

必
要
な
内
容
は
、
①
目
的
（
何
の
た
め
に
）、
②
執
行
主
体
（
だ
れ
が
）、
③
対
象
（
だ
れ
に
・
何
に
・
ど
こ
に
）、
④
執
行
手
段
（
ど
う
い
う
手

段
で
）、
⑤
執
行
基
準
（
ど
の
よ
う
な
基
準
で
）、
⑥
執
行
手
続
（
ど
の
よ
う
な
手
続
で
）
と
い
う
六
つ
の
要
素
に
分
け
る
こ
と
が
で
き
る
（
礒

崎
二
〇
一
八
：
八
〇
）。
こ
の
区
分
に
よ
っ
て
、
法
令
の
規
定
を
統
一
的
な
基
準
で
分
類
で
き
る
し
、
そ
の
政
策
的
な
意
味
・
重
要
性
も
あ

る
程
度
推
測
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
二
に
、
そ
の
規
定
が
ど
の
よ
う
な
目
的
や
効
果
を
有
し
て
い
る
か
を
考
え
た
う
え
で
、
全
国
的
統
一
性
と
地
域
的
適
合
性
の
い
ず
れ

の
要
請
を
重
視
す
べ
き
か
、
検
討
す
る
こ
と
で
あ
る
。
本
稿
は
、
個
別
法
の
細
か
い
規
定
が
地
方
分
権
を
妨
げ
て
い
る
と
い
う
基
本
的
な
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認
識
に
立
ち
、
特
に
自
治
体
の
自
治
事
務
に
つ
い
て
は
地
域
的
適
合
性
を
重
視
す
べ
き
だ
と
考
え
る
が
（
地
方
自
治
法
一
条
の
二
第
二
項
、

二
条
一
一
項
参
照
）、
一
方
で
全
国
的
な
統
一
性
、
国
の
法
令
で
決
定
す
べ
き
要
請
も
無
視
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

こ
の
全
国
的
統
一
性
に
つ
い
て
は
、
表
1
の
と
お
り
五
つ
の
類
型
に
分
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
ら
の
統
一
性
を
維
持
す
る
た
め
に

必
要
不
可
欠
な
規
定
で
あ
れ
ば
、
維
持
す
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
よ
う
。
し
か
し
、
そ
も
そ
も
国
の
直
接
執
行
事
務
に
す
る
と
い
う
選
択
肢

も
あ
る
中
で
、
自
治
体
の
事
務
と
し
な
が
ら
基
準
等
を
統
一
し
た
い
と
い
う
要
請
で
あ
る
た
め
、
こ
れ
ら
の
内
容
は
限
定
す
る
必
要
が
あ

る
。
た
と
え
ば
人
権
的
統
一
性
（
Ｂ
）
は
、
人
権
保
障
の
た
め
に
統
一
的
に
扱
う
べ
き
事
項
に
限
定
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
人
権
に
関
係

す
る
か
ら
と
い
っ
て
こ
こ
に
該
当
す
る
わ
け
で
は
な
い
し
、
基
準
的
統
一
性
（
Ｃ
）
は
、
測
量
・
調
査
の
よ
う
に
統
一
し
な
け
れ
ば
意
味

が
な
い
事
項
に
限
定
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
行
政
サ
ー
ビ
ス
や
住
民
負
担
の
基
準
ま
で
統
一
す
る
こ
と
を
求
め
る
も
の
で
は
な
い
。
ま
た

広
域
的
統
一
性
（
Ｄ
）
は
、
都
道
府
県
を
こ
え
て
統
一
的
に
実
施
し
な
け
れ
ば
対
応
で
き
な
い
課
題
に
限
定
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
広
域

的
な
対
応
が
効
果
的
ま
た
は
効
率
的
だ
と
い
う
だ
け
で
は
該
当
し
な
い
し
、
政
策
的
統
一
性
（
Ｅ
）
は
、
国
の
重
要
政
策
を
成
立
さ
せ
る

た
め
に
必
要
不
可
欠
な
事
項
に
限
定
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
政
策
的
に
合
理
的
だ
と
い
う
だ
け
で
は
該
当
し
な
い
。

逆
に
、
こ
れ
ら
に
該
当
し
な
い
場
合
、
た
と
え
ば
自
治
体
が
政
策
的
判
断
を
行
わ
な
い
よ
う
拘
束
す
る
規
定
（
統
制
的
介
入
）
や
、
未

熟
な
自
治
体
で
も
処
理
で
き
る
よ
う
規
律
す
る
規
定
（
後
見
的
介
入
）
は
、
廃
止
ま
た
は
簡
素
化
す
べ
き
で
あ
る
。
特
に
自
治
体
の
自
治

事
務
に
つ
い
て
は
、
前
述
の
と
お
り
地
域
的
適
合
性
を
優
先
す
べ
き
で
あ
り
、
安
易
に
統
一
の
要
請
を
認
め
る
べ
き
で
は
な
い
。

第
三
に
、
法
令
の
規
定
が
過
剰
過
密
で
あ
る
場
合
に
、
そ
れ
を
ど
う
改
革
す
る
べ
き
か
を
視
野
に
入
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
考
え
ら
れ
る

方
法
と
し
て
、
①
法
令
の
廃
止
・
統
合
、
②
規
定
の
簡
素
化
・
枠
組
み
法
化
、
③
条
例
に
よ
る
上
書
き
権
の
制
度
化
、
④
法
解
釈
に
よ
る

条
例
の
制
定
、
の
四
つ
が
考
え
ら
れ
る
。
①
は
法
令
自
体
を
廃
止
ま
た
は
統
合
し
て
、
法
令
の
「
過
剰
」
を
是
正
す
る
方
法
で
あ
り
、
②
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は
法
令
の
規
定
を
削
除
ま
た
は
簡
素
化
し
、
法
令
の
「
過
密
」
を
是
正
す
る
方
法
で

あ
る
。
ま
た
、
③
は
条
例
を
制
定
し
た
場
合
は
条
例
の
規
定
が
優
先
す
る
こ
と
を
法

律
（
通
則
法
）
で
定
め
る
方
法
で
あ
り
、
④
は
法
解
釈
に
よ
り
条
例
制
定
権
の
可
能

性
を
拡
大
し
、
条
例
（
法
定
事
務
条
例
）
を
制
定
す
る
方
法
で
あ
る
。
④
は
法
令
改

正
に
よ
る
対
応
で
は
な
い
が
、
条
例
制
定
権
が
憲
法
上
保
障
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
踏

ま
え
て
、
法
令
改
正
を
要
し
な
い
手
段
も
考
え
て
お
く
必
要
が
あ
る
。
こ
う
し
た
可

能
性
を
考
え
な
が
ら
、
規
定
内
容
の
分
析
を
行
う
こ
と
に
し
よ
う
。

　
　
　

3　

分
析
の
対
象

自
治
体
事
務
を
定
め
る
法
令
は
き
わ
め
て
多
数
に
及
ぶ
た
め
、
実
際
に
分
析
の
対

象
と
す
る
法
令
は
限
定
す
る
必
要
が
あ
る
。
私
の
作
業
で
は
、
自
治
体
の
事
務
を
定

め
る
法
制
度
を
、
地
域
づ
く
り
法
制
、
暮
ら
し
づ
く
り
法
制
、
自
治
法
制
の
三
領
域

に
分
け
た
う
え
で
（
１
）、
各
領
域
で
中
心
的
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
法
制
度
を
い
く
つ

か
抽
出
し
て
、
法
律
、
政
令
、
省
令
な
ど
の
規
定
の
内
容
を
分
析
し
て
い
く
。
本
稿

で
は
こ
の
う
ち
地
域
づ
く
り
法
制
を
対
象
と
し
、
土
地
利
用
規
制
法
、
公
物
管
理
法
、

環
境
保
全
法
の
三
分
野
を
取
り
上
げ
る
。
今
号
は
ま
ず
土
地
利
用
規
制
法
を
取
り
上

げ
る
。
さ
ら
に
土
地
利
用
規
制
法
と
し
て
は
、
都
市
計
画
法
、
農
業
振
興
地
域
整
備

表1　法令の規律を必要とする全国的統一性の類型
類　型 説　明 該当分野（例）

Ａ：国家的統一性
国の存在意義・役割を実現す
るための統一性

安全保障、外交、私法秩序

Ｂ：人権的統一性
国民の人権・平等を保障する
ための統一性

信教の自由、教育を受ける権
利、生存権

Ｃ：基準的統一性
測量・調査等の基準を維持す
るための統一性

測量、全国調査、商品表示

Ｄ：広域的統一性
広域的な課題や自治体間関係
に関する統一性

環境保全、交通、紛争処理

Ｅ：政策的統一性
国の政策の存在意義を確保す
るための統一性

都市計画、産業、地域振興

出 典： 地方分権推進計画（1998年5月29日）の「法定受託事務とするメルクマール」を参考にし
て筆者作成。
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法
、
農
地
法
、
森
林
法
、
自
然
公
園
法
の
五
つ
の
法
律
を
取
り
上
げ
る
。
そ
の
理
由
は
二
の
1
で
後
述
す
る
。

な
お
、
以
下
で
規
定
を
示
す
場
合
は
、
法
律
は
条
項
の
み
を
示
し
、
政
令
、
省
令
等
は
そ
れ
ぞ
れ
の
略
称
（
施
行
令
、
施
行
規
則
）
と
条

項
を
示
す
。

二 
土
地
利
用
規
制
法
の
全
般
的
状
況

1　

土
地
利
用
規
制
法
の
制
定
状
況
と
規
定
の
状
況

⑴　

法
令
の
制
定
状
況

土
地
利
用
規
制
に
関
し
て
は
、
土
地
基
本
法
の
下
で
、
国
土
利
用
計
画
法
が
総
合
的
か
つ
計
画
的
な
国
土
の
利
用
を
図
る
た
め
、
国
土

利
用
計
画
と
土
地
利
用
基
本
計
画
の
し
く
み
を
定
め
て
い
る
。
こ
の
土
地
利
用
基
本
計
画
で
は
、
都
市
地
域
、
農
業
地
域
、
森
林
地
域
、

自
然
公
園
地
域
、
自
然
保
全
地
域
の
五
つ
の
地
域
を
定
め
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
（
同
法
九
条
二
項
）。
こ
の
法
律
を
踏
ま
え
て
、
図
1
の

と
お
り
、
五
つ
の
地
域
ご
と
に
主
た
る
法
律
が
定
め
ら
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
都
市
計
画
法
、
農
業
振
興
地
域
整
備
法
、
森
林
法
、
自
然

公
園
法
、
自
然
環
境
保
全
法
の
五
つ
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
地
域
の
計
画
と
規
制
の
し
く
み
を
定
め
て
い
る
。
さ
ら
に
広
く
農
地
を
対
象
と
し

て
農
地
法
が
転
用
規
制
を
行
っ
て
お
り
、
重
要
な
意
味
を
持
っ
て
い
る
。
そ
こ
で
、
こ
れ
ら
の
六
つ
の
法
律
を
「
基
幹
的
規
制
法
」
と
呼

ぶ
こ
と
が
で
き
る
。
以
上
に
対
し
て
、
土
地
利
用
に
つ
い
て
は
、
災
害
防
止
、
景
観
保
全
な
ど
個
別
目
的
の
た
め
に
多
く
の
法
律
が
制
定

さ
れ
て
お
り
、
こ
れ
ら
を
「
個
別
的
規
制
法
」
と
呼
ぶ
こ
と
が
で
き
る
（
以
上
、
礒
崎
二
〇
〇
〇
ａ
：
一
五
五
）。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
同
じ

土
地
利
用
と
い
う
行
為
に
対
し
て
、
様
々
な
目
的
で
多
く
の
法
令
が
制
定
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
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こ
の
法
令
の
数
を
一
括
し
て
示
す
デ
ー
タ
は
見
当
た
ら
な
い
が
（
２
）、
実
務
用
六
法
（
法
令
集
）
に
収
め
ら
れ
て
い
る
法
令
数
か
ら
、
あ
る

程
度
の
状
況
を
う
か
が
う
こ
と
が
で
き
る
。
表
2
に
よ
る
と
、
法
令
（
法
律
・
政
令
・
省
令
）
の
数
は
、
都
市
計
画
法
令
要
覧
が
対
象
領
域

の
広
さ
を
反
映
し
て
多
い
も
の
の
、
他
の
法
令
集
で
も
相
当
数
に
及
ん
で
い
る
。
ま
た
、
い
ず
れ
に
お
い
て
も
通
知
等
の
数
が
多
数
に
の

ぼ
っ
て
い
る
。
い
ず
れ
も
第
一
次
分
権
改
革
以
降
に
編
集
さ
れ
た
法
令
集
で
あ
る
が
、
自
治
体
に
対
す
る
法
的
拘
束
力
の
な
い
国
の
通
知

等
が
、
実
務
上
重
要
な
役
割
を
有
し
て
い
る
こ
と
が
う
か
が
わ
れ
る
。

本
稿
で
は
、
こ
の
基
幹
的
規
制
法
の
主
な
事
務
を
対
象
と
し
て
分
析
し
よ
う
。
た
だ
し
、
自
然
環
境
保
全
法
に
つ
い
て
は
、
国
の
直
接

執
行
事
務
に
な
っ
て
い
る
た
め
、
こ
れ
を
除
外
し
、
他
の
五
つ
の
法
律
を
対
象
と
す
る
。

⑵　

法
令
の
規
定
（
規
律
密
度
）
の
状
況

次
に
、
こ
の
五
つ
の
法
律
と
政
令
・
省
令
が
ど
の
程
度
、
細
か
い
事
項
を
定
め
て
い
る
か
、
す
な
わ
ち
規
律
密
度
の
状
況
は
ど
う
な
っ

て
い
る
だ
ろ
う
か
。
こ
の
状
況
を
総
括
的
に
示
す
こ
と
は
難
し
い
が
、
一
つ
の
試
み
と
し
て
各
法
令
の
条
文
数
（
条
数
）
と
字
数
を
確
認

す
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。
法
令
が
細
か
い
事
項
ま
で
規
定
す
る
ほ
ど
、
条
数
や
字
数
が
多
く
な
る
と
予
想
さ
れ
る
た
め
で
あ
る
。
本
稿

で
対
象
と
す
る
五
つ
の
法
律
・
政
令
・
省
令
の
条
数
と
文
字
数
を
カ
ウ
ン
ト
す
る
と
、
表
3
の
と
お
り
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
る
と
、
い
ず

れ
の
法
令
も
条
数
・
文
字
数
と
も
に
多
く
、
細
か
い
規
定
ま
で
定
め
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
、
法
律
だ
け
で
な
く
政
令
・
省
令
の
条

文
数
・
文
字
数
も
相
当
数
に
及
ぶ
こ
と
が
確
認
で
き
る
。



八

表2　土地利用関係法令集（六法）（例）の掲載法令等の状況� 単位：本数（割合：％）

法令集（六法）名 法律 政令 省令 告示 通知等 合計 総頁数

土地利用・土地取引法令要覧 平成14年版
（国土交通省監修、ぎょうせい、2001年）

28
（15.6）

19
（10.6）

13
（7.3）

4
（2.2）

115
（64.2）

179
（100）

2,008

都市計画法令要覧 平成29年
（国土交通省監修、ぎょうせい、2016年）

73
（23.9）

59
（19.3）

56
（18.3）

9
（2.9）

109
（35.6）

306
（100）

4,715

農地六法 平成29年版
（農林水産省監修、新日本法規、2017年）

17
（8.5）

16
（8.0）

27
（13.6）

9
（4.5）

130
（65.3）

199
（100）

3,174

自然公園実務必携 改訂
（環境省監修、中央法規、2006年）

5
（3.1）

4
（2.5）

6
（3.8）

7
（4.4）

137
（86.2）

159
（100）

1,214

 注：本来の対象法令に限定し、関連法令は除いた。各六法の「目次」から筆者作成。

図1　土地利用規制法の体系（概要）

表3　土地利用規制法（基幹的規制法）の条数・文字数

法律名（制定年）
法律 政令（施行令） 省令（施行規則）

条数 字数 条数 字数 条数 字数

都市計画法（1968年） 152 72,716 96 35,721 118 38,908

農業振興地域整備法（1969年） 51 20,107 19 6,748 45 20,656

農地法（1952年） 75 41,078 36 13,267 108 46,373

森林法（1951年） 161 59,024 21 8,206 119 44,163

自然公園法（1957年） 90 30,850 6 1,419 52 56,163

 出典：法令は「e-Gov法令検索」によった（2018年5月現在）。
 注 ： 字数は各条文（附則は除外し別表は含む）をコピーし、Wordのカウント機能によりカウン

トした。

                 〈基幹的規制法〉     〈個別的規制法〉
土地基本法     ①【都市地域】都市計画法      建築基準法、都市緑地保全法、  
                            生産緑地法 等

          ②【農業地域】農業振興地域整備法  集落地域整備法 等
国土利用計画法          農地法
          ③【森林地域】森林法        国有林野活用法 等

（国土形成計画法）  ④【自然公園地域】自然公園法
          ⑤【自然保全地域】自然環境保全法
                            宅地造成等規制法、急傾斜地法、
                            景観法 等



九

地
域
づ
く
り
法
制
の
過
剰
過
密
と
分
権
化
の
可
能
性
（
一
）（
礒
崎
）

2　

都
市
計
画
法
の
開
発
許
可

都
市
計
画
法
（
新
都
市
計
画
法
）
は
、
急
速
な
都
市
化
を
背
景
と
し
て
、「
都
市
の
健
全
な
発
展
と
秩
序
あ
る
整
備
」
を
図
る
こ
と
を
目

的
と
し
て
（
一
条
）、
一
九
六
八
年
に
制
定
さ
れ
た
。
開
発
許
可
制
度
は
、
こ
の
法
律
の
制
定
に
よ
っ
て
、
市
街
化
区
域
と
市
街
化
調
整

区
域
に
よ
る
線
引
き
制
度
等
と
と
も
に
導
入
さ
れ
た
も
の
で
、
都
市
計
画
区
域
等
に
お
い
て
開
発
行
為
を
行
う
場
合
に
、
都
道
府
県
知
事

等
の
許
可
を
必
要
と
す
る
制
度
で
あ
る
（
二
九
条
一
項
、
二
項
）。

⑴　

目　
　
　

的

こ
の
開
発
許
可
制
度
は
、
開
発
行
為
の
水
準
を
確
保
し
て
良
好
な
市
街
地
形
成
を
図
る
と
と
も
に
、
無
秩
序
な
市
街
化
を
抑
制
し
て
線

引
き
制
度
の
意
義
を
確
保
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
る
。

⑵　

執
行
主
体

許
可
権
限
を
有
す
る
の
は
、
都
道
府
県
知
事
ま
た
は
政
令
市
・
中
核
市
の
市
長
で
あ
る
（
二
九
条
一
項
、
八
七
条
の
二
）。
な
お
、
都
道

府
県
条
例
に
基
づ
く
事
務
処
理
特
例
を
受
け
た
市
町
村
の
長
も
、
こ
の
権
限
を
有
す
る
（
地
方
自
治
法
二
五
二
条
の
一
七
の
二
）。
こ
う
し
た

権
限
の
所
在
は
、
法
律
で
定
め
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
よ
う
。
こ
の
許
可
事
務
は
自
治
事
務
で
あ
る
。

⑶　

対　
　
　

象

許
可
が
必
要
と
さ
れ
る
「
開
発
行
為
」
と
は
、「
主
と
し
て
建
築
物
の
建
築
又
は
特
定
工
作
物
の
建
設
の
用
に
供
す
る
目
的
で
行
な
う

土
地
の
区
画
形
質
の
変
更
」
で
あ
る
（
四
条
一
二
項
）。
こ
の
定
義
に
は
二
つ
の
ポ
イ
ン
ト
が
あ
る
。
一
つ
は
、
開
発
行
為
は
「
土
地
の
区

画
形
質
の
変
更
」
を
行
う
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
建
築
基
準
法
等
と
の
関
係
も
あ
っ
て
、
区
画
形
質
の
変
更
を
伴
わ
な
い
単
な
る



一
〇

建
築
行
為
は
対
象
に
さ
れ
て
い
な
い
。
二
つ
目
は
、「
建
築
物
の
建
築
又
は
特
定
工
作
物
の
建
設
」
を
目
的
と
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
た
と
え
ば
屋
外
駐
車
場
、
資
材
置
場
等
の
建
設
は
、
対
象
に
な
ら
な
い
。

ま
た
、「
開
発
行
為
」
に
該
当
し
て
も
、
表
4
の
と
お
り
多
く
の
適
用
除
外
が
定
め
ら
れ
て
い
る
。
小
規
模
な
開
発
行
為
、
公
共
公
益

的
な
事
業
に
よ
る
除
外
な
ど
、
法
律
に
よ
る
除
外
が
一
一
項
目
、
政
令
に
よ
る
除
外
が
三
七
項
目
、
省
令
に
よ
る
除
外
が
二
項
目
、
合
計

五
〇
項
目
に
の
ぼ
る
。
適
用
除
外
の
多
さ
は
同
法
の
特
徴
と
い
え
る
。
以
上
の
よ
う
に
規
制
対
象
を
限
定
さ
れ
る
と
、
総
合
的
な
ま
ち
づ

く
り
を
進
め
る
こ
と
が
難
し
い
た
め
、問
題
が
あ
る
。
そ
の
た
め
に
多
く
の
自
治
体
が
ま
ち
づ
く
り
条
例
等
を
制
定
し
て
い
る
面
が
あ
る
。

表
1
の
全
国
的
統
一
性
の
類
型
で
い
え
ば
、
こ
れ
ら
は
、
広
域
的
統
一
性
（
Ｄ
）
ま
た
は
政
策
的
統
一
性
（
Ｅ
）
の
要
請
に
よ
る
と
い

え
る
が
、
こ
こ
ま
で
詳
細
な
規
定
を
設
け
る
必
要
は
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。

⑷　

執
行
手
段

法
律
で
は
様
々
な
執
行
手
段
が
採
用
さ
れ
得
る
が
（
礒
崎
二
〇
一
八
：
一
三
四
─

）、
こ
の
制
度
の
執
行
手
段
は
許
可
制
で
あ
る
（
法
二
九

条
一
項
、
二
項
）。
そ
の
実
効
性
を
確
保
す
る
た
め
に
、
是
正
命
令
制
（
法
八
一
条
一
項
）
や
罰
則
制
（
法
九
二
条
三
項
、
九
一
条
）
が
定
め
ら

れ
て
い
る
。

⑸　

執
行
基
準

開
発
許
可
の
基
準
と
し
て
は
、
表
5
の
と
お
り
開
発
許
可
に
共
通
す
る
基
準
と
し
て
技
術
上
の
基
準
が
定
め
ら
れ
て
い
る
（
法
三
三
条

一
項
、
二
項
）。
こ
の
規
定
で
は
、
①
用
途
地
域
等
へ
の
適
合
、
②
道
路
、
公
園
等
の
設
置
、
③
給
・
排
水
施
設
、
④
公
共
・
公
益
的
施
設

等
へ
の
配
分
、
⑤
地
盤
の
改
良
そ
の
他
の
安
全
措
置
、
⑥
一
定
規
模
以
上
の
開
発
行
為
に
お
け
る
環
境
保
全
の
た
め
の
樹
木
の
保
存
等
の

措
置
、
⑦
一
定
規
模
以
上
の
開
発
行
為
に
お
け
る
騒
音
等
の
防
止
の
た
め
の
緑
地
帯
等
の
配
置
等
の
基
準
を
定
め
て
お
り
、
さ
ら
に
政
令



一
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表4　開発許可の対象に関係する規定
都市計画法 施　行　令 施 行 規 則

4条
11 この法律において「特定工作物」とは、コンクリートプ

ラントその他周辺の地域の環境の悪化をもたらすおそれが
ある工作物で政令で定めるもの（…）又はゴルフコースそ
の他大規模な工作物で政令で定めるもの（…）をいう。

12 この法律において「開発行為」とは、主として建築物の
建築又は特定工作物の建設の用に供する目的で行なう土地
の区画形質の変更をいう。

29条 都市計画区域又は準都市計画区域内において開発行為
をしようとする者は、あらかじめ、…都道府県知事（…指
定都市等の長。…）の許可を受けなければならない。ただ
し、次に掲げる開発行為については、この限りでない。

 一  市街化区域…内において行う開発行為で、その規模が、
それぞれの区域の区分に応じて政令で定める規模未満で
あるもの

 二  市街化調整区域…内において行う開発行為で、農業、
林業若しくは漁業の用に供する政令で定める建築物…の
建築の用に供する目的で行うもの

 三  …公益上必要な建築物のうち開発区域及びその周辺の
地域における適正かつ合理的な土地利用及び環境の保全
を図る上で支障がないものとして政令で定める建築物の
建築の用に供する目的で行う開発行為

 四  都市計画事業の施行として行う開発行為
 五  土地区画整理事業の施行として行う開発行為
 六  市街地再開発事業の施行として行う開発行為
 七  住宅街区整備事業の施行として行う開発行為
 八  防災街区整備事業の施行として行う開発行為
 九  公有水面埋立法第2条第1項の免許を受けた埋立地で

あって、まだ同法第22条第2項の告示がないものにおい
て行う開発行為

 十  非常災害のため必要な応急措置として行う開発行為
 十 一 通常の管理行為、軽易な行為その他の行為で政令で

定めるもの
2 都市計画区域及び準都市計画区域外の区域内において、

それにより一定の市街地を形成すると見込まれる規模とし
て政令で定める規模以上の開発行為をしようとする者は、
あらかじめ、…都道府県知事の許可を受けなければならな
い。ただし、次に掲げる開発行為については、この限りで
ない。

 一  農業、林業若しくは漁業の用に供する政令で定める建
築物…の建築の用に供する目的で行う開発行為

 二  前項第3号、第4号及び第9号から第11号までに掲げる
開発行為

3 開発区域が、市街化区域、区域区分が定められていない
都市計画区域、…の区域のうち2以上の区域にわたる場合
における第1項第1号及び前項の規定の適用については、政
令で定める。

1条1項（4条11
項の環境悪化
の工作物、3項
目）
1条2項（4条11
項の大規模な
工作物、2項目）

19条、22条の3
（29条1項1号の
政令で定める
規模）＝一部、
条例で規模を
定めることが
できる
20条（29条1項
2号、2項1号の
建築物、5項目）
21条（29条1項
3号の建築物、
31項目）

22条（29条1項
11号の行為、6
項目）
22条の2（29条
2項 の 規 模、
1ha）

22条の3（29条
3項の規模要件
の適用）

17条の2（令21
条26号 ニ の 省
令で定める庁
舎）
17条の3（令21
条26号 ホ の 省
令で定める宿
舎）



一
二

お
よ
び
省
令
で
詳
細
な
規
定
を
設
け
て
い
る
（
施
行
令
二
三
条
の
二
〜
二
九
条
の
四
、
施
行
規
則
二
〇
条
〜
二
七
条
の
五
）。

こ
の
規
定
で
は
、「
地
方
公
共
団
体
は
、
…
政
令
で
定
め
る
技
術
的
細
目
の
み
に
よ
っ
て
は
環
境
の
保
全
、
災
害
の
防
止
及
び
利
便
の

増
進
を
図
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
、
又
は
当
該
技
術
的
細
目
に
よ
ら
な
く
と
も
環
境
の
保
全
、
災
害
の
防
止
及
び
利
便
の
増

進
上
支
障
が
な
い
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
政
令
で
定
め
る
基
準
に
従
い
、
条
例
で
、
当
該
技
術
的
細
目
に
お
い
て
定
め
ら
れ

た
制
限
を
強
化
し
、
又
は
緩
和
す
る
こ
と
が
で
き
る
。」
と
定
め
ら
れ
て
い
る
（
三
三
条
三
項
）。
環
境
保
全
・
災
害
防
止
・
利
便
増
進
の

面
か
ら
、条
例
で
基
準
を
強
化
す
る
だ
け
で
な
く
緩
和
す
る
こ
と
も
可
能
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
ま
た
同
様
に
、「
地
方
公
共
団
体
は
、

良
好
な
住
居
等
の
環
境
の
形
成
又
は
保
持
の
た
め
必
要
と
認
め
る
場
合
に
お
い
て
は
、
政
令
で
定
め
る
基
準
に
従
い
、
条
例
で
、
区
域
、

目
的
又
は
予
定
さ
れ
る
建
築
物
の
用
途
を
限
り
、
開
発
区
域
内
に
お
い
て
予
定
さ
れ
る
建
築
物
の
敷
地
面
積
の
最
低
限
度
に
関
す
る
制
限

を
定
め
る
こ
と
が
で
き
る
。」
と
定
め
ら
れ
て
い
る
（
三
三
条
四
項
）。
こ
れ
ら
は
、
開
発
行
為
の
地
域
的
適
合
性
や
自
治
体
の
判
断
を
尊

重
し
た
規
定
と
し
て
注
目
さ
れ
る
。
た
だ
し
、
い
ず
れ
も
「
政
令
で
定
め
る
基
準
に
従
い
」
と
い
う
限
定
が
あ
り
、
三
項
に
関
し
て
は
、

政
令
で
強
化
に
つ
い
て
一
二
項
目
、
緩
和
に
つ
い
て
三
項
目
の
基
準
を
定
め
（
施
行
令
二
九
条
の
二
）、
さ
ら
に
省
令
で
五
項
目
の
基
準
を

定
め
て
い
る
し
（
施
行
規
則
二
七
条
の
四
）、四
項
に
関
し
て
は
、政
令
で
最
低
敷
地
面
積
の
「
上
限
」
を
定
め
て
い
る
（
施
行
令
二
九
条
の
三
）。

自
治
体
の
裁
量
を
生
か
そ
う
と
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
政
省
令
で
こ
う
し
た
限
定
を
行
う
べ
き
で
は
な
い
。

表
1
の
全
国
的
統
一
性
の
類
型
で
い
え
ば
、
こ
れ
ら
も
、
広
域
的
統
一
性
（
Ｄ
）
ま
た
は
政
策
的
統
一
性
（
Ｅ
）
の
要
請
に
よ
る
と
考

え
ら
れ
る
が
、
開
発
行
為
の
是
非
は
む
し
ろ
地
域
的
個
別
性
を
尊
重
す
べ
き
こ
と
か
ら
、
骨
格
に
と
ど
め
る
べ
き
で
あ
る
。

な
お
、
市
街
化
調
整
区
域
の
開
発
行
為
に
つ
い
て
は
、
さ
ら
に
立
地
に
関
す
る
基
準
も
定
め
ら
れ
、
日
常
生
活
に
必
要
な
店
舗
等
、
鉱

物
資
源
・
観
光
資
源
利
用
施
設
な
ど
一
四
の
開
発
行
為
に
限
っ
て
許
可
で
き
る
こ
と
と
さ
れ
（
法
三
四
条
）、
こ
れ
を
受
け
て
政
令
で
六
条

に
わ
た
り
建
築
物
の
種
類
等
が
定
め
ら
れ
て
い
る（
施
行
令
二
九
条
の
五
〜
三
〇
条
）。こ
こ
で
も
、「
政
令
で
定
め
る
基
準
に
従
い
」
都
道
府



一
三

地
域
づ
く
り
法
制
の
過
剰
過
密
と
分
権
化
の
可
能
性
（
一
）（
礒
崎
）

表5　開発許可の基準に関する規定

都市計画法 施　行　令 施行規則
33条 都道府県知事は、…当該申請に係

る開発行為が、次に掲げる基準（…）に
適合しており、かつ、その申請の手続
がこの法律又はこの法律に基づく命令
の規定に違反していないと認めるとき
は、開発許可をしなければならない。

 一  次のイ又はロに掲げる場合には、
予定建築物等の用途が当該イ又はロ
に定める用途の制限に適合している
こと。…

 二  …道路、公園、広場その他の公共
の用に供する空地（…）が、次に掲げ
る事項を勘案して、…支障がないよ
うな規模及び構造で適当に配置さ
れ、かつ、開発区域内の主要な道路
が、開発区域外の相当規模の道路に
接続するように設計が定められてい
ること。…

 三  排水路その他の排水施設が、…下
水道法第2条第1号に規定する下水
を有効に排出するとともに、その排
出によって開発区域及びその周辺の
地域に溢

いつ

水等による被害が生じない
ような構造及び能力で適当に配置さ
れるように設計が定められているこ
と。…

 四  …水道その他の給水施設が、…当
該開発区域について想定される需要
に支障を来さないような構造及び能
力で適当に配置されるように設計が
定められていること。…

 五  …地区計画等（…）が定められてい
るときは、予定建築物等の用途又は
開発行為の設計が当該地区計画等に
定められた内容に即して定められて
いること。…

 六  …開発区域における利便の増進と
開発区域及びその周辺の地域におけ
る環境の保全とが図られるように公
共施設、学校その他の公益的施設及
び開発区域内において予定される建
築物の用途の配分が定められている
こと。

 七  …地盤の改良、擁壁又は排水施設
の設置その他安全上必要な措置が講
ぜられるように設計が定められてい
ること。…



一
四

都市計画法 施　行　令 施行規則
 八  …開発区域内に…災害危険区域、

…地すべり防止区域…その他政令で
定める開発行為を行うのに適当でな
い区域内の土地を含まないこと。…

 九  政令で定める規模以上の開発行為
にあっては、…植物の生育の確保上
…必要な措置が講ぜられるように設
計が定められていること。

 十  政令で定める規模以上の開発行為
にあっては、…必要な緑地帯その他
の緩衝帯が配置されるように設計が
定められていること。

 十 一 政令で定める規模以上の開発行
為にあっては、当該開発行為が道路、
鉄道等による輸送の便等からみて支
障がないと認められること。

 十 二 …開発行為（…政令で定める規
模以上のものを除く。）以外の開発行
為にあっては、申請者に…必要な資
力及び信用があること。

 十 三 …開発行為（…政令で定める規
模以上のものを除く。）以外の開発行
為にあっては、工事施行者に当該開
発行為に関する工事を完成するため
に必要な能力があること。

 十 四 …当該開発行為の施行又は当該
開発行為に関する工事の実施の妨げ
となる権利を有する者の相当数の同
意を得ていること。

2 前項各号に規定する基準を適用する
について必要な技術的細目は、政令で
定める。

3 地方公共団体は、…前項の政令で定め
る技術的細目のみによっては環境の保
全、災害の防止及び利便の増進を図る
ことが困難であると認められ、又は当
該技術的細目によらなくとも環境の保
全、災害の防止及び利便の増進上支障
がないと認められる場合においては、
政令で定める基準に従い、条例で、当
該技術的細目において定められた制限
を強化し、又は緩和することができる。

4 地方公共団体は、良好な住居等の環境
の形成又は保持のため必要と認める場
合においては、政令で定める基準に従
い、条例で、区域、目的又は予定される
建築物の用途を限り、開発区域内にお
いて予定される建築物の敷地面積の最
低限度に関する制限を定めることがで

23条の2（法33条1項8号
の開発行為を行うのに適
当でない区域）

23条の3（法33条1項9号
の政令で定める規模）

23 条 の 4（ 法 33 条 1 項 10
号の政令で定める規模）

24条（法33条1項11号の
政令で定める規模）

24 条 の 2（ 法 33 条 1 項 12
号の政令で定める規模）

24 条 の 3（ 法 33 条 1 項 13
号の政令で定める規模）

25条（法33条2項の技術
的細目のうち 33 条 1 項 2
号に関するもの、8項目）
26条（法33条2項の技術
的細目のうち同条 1 項 3
号に関するもの）
27条（住宅建築の20 ha以
上の開発行為の公益的施
設の位置・規模）
28条（法33条2項の技術
的細目のうち同条 1 項 7
号に関するもの、7項目）
28 条 の 2（ 法 33 条 2 項 の
技術的細目のうち同条1
項9号に関するもの）
28 条の 3（環境悪化のお
それがある予定建築物等
の建築又は建設の用に供
する目的で行う開発行為
の基準）

20条（令25条2号の道路
の幅員）
20 条 の 2（ 令 25 条 2 号 た
だし書の国土交通省令で
定める道路）
21条（公園等の設置基準）
22 条（令 26 条 1 号、令 28
条7号の排水施設の管渠
の勾配及び断面積）
23条（がけ面の保護）
23条の2（令28条の2第1
号の樹木の集団の規模）
23 条 の 3（ 令 28 条 の 3 の
緩衝帯の幅員）



一
五

地
域
づ
く
り
法
制
の
過
剰
過
密
と
分
権
化
の
可
能
性
（
一
）（
礒
崎
）

都市計画法 施　行　令 施行規則
きる。 29条（道路の勾配等の施

設の構造又は能力に関し
て必要な技術的細目は、
国土交通省令で定める）
29 条の 2（条例で技術的
細目の制限を強化・緩和
す る 場 合 の 基 準、12 項
目、3項目）
29 条の 3（条例で建築物
の敷地面積の最低限度に
関する基準を定める場合
の基準）
29 条の 4（景観計画に定
められた開発行為につい
ての制限の内容を条例で
開発許可の基準として定
める場合の基準、4項目）
＊前項2号に規定する基
準を適用するについて必
要な技術的細目は、国土
交通省令で定める。

24条（令29条の道路に関
する技術的細目、7項目）
25条（令29条の公園に関
する技術的細目、4項目）
26条（令29条の排水施設
に関する技術的細目、7
項目）
27 条（23 条 1 項の擁壁に
関する技術的細目）
27 条 の 2（21 条 1 号 の 公
園等の設置基準の強化の
基準）
27条の3（令29条の2第1
項11号の国土交通省令で
定める基準）
27の4（令29条の2第1項
12号の国土交通省令で定
める基準、5項目）
27条の5（令29条の4第2
項の法の高さの制限に関
する技術的細目）



一
六

県
の
条
例
で
定
め
る
と
い
う
規
定
が
あ
る
（
三
四
条
一
一
号
、一
二
号
）。
自
治
体
の
裁
量
が
比
較
的
認
め
ら
れ
て
い
る
が
、十
分
で
は
な
い
。

⑹　

執
行
手
続

開
発
許
可
の
手
続
に
つ
い
て
は
、
申
請
書
の
記
載
事
項
や
添
付
書
類
（
三
〇
条
、
施
行
規
則
一
五
条
〜
一
七
条
）
が
定
め
ら
れ
て
い
る
。

ま
た
こ
の
手
続
に
関
連
し
て
、
公
共
施
設
管
理
者
の
事
前
の
同
意
・
協
議
（
法
三
二
条
）
が
必
要
と
さ
れ
て
い
る
。

開
発
行
為
の
計
画
に
つ
い
て
、
周
辺
住
民
等
の
意
見
を
聴
く
手
続
な
ど
は
定
め
ら
れ
て
い
な
い
。
し
か
し
、
許
可
権
者
の
判
断
と
し
て

許
可
基
準
に
関
連
す
る
範
囲
内
で
意
見
聴
取
等
の
手
続
を
と
る
こ
と
は
可
能
と
解
さ
れ
る
（
行
政
手
続
法
一
〇
条
参
照
）。
都
市
計
画
法
施

行
条
例
等
（
法
定
事
務
条
例
）
を
制
定
し
、
申
請
者
に
説
明
会
の
開
催
等
を
義
務
づ
け
る
こ
と
も
可
能
で
あ
ろ
う
（
３
）。
執
行
手
続
は
、
申
請

者
の
開
発
等
の
行
為
を
直
接
規
制
す
る
も
の
で
は
な
い
た
め
、
比
較
的
柔
軟
な
解
釈
運
用
が
可
能
で
あ
ろ
う
。

3　

農
業
振
興
地
域
整
備
法
の
農
用
地
区
域
の
指
定
・
除
外

農
業
振
興
地
域
の
整
備
に
関
す
る
法
律
（
以
下
「
農
振
法
」
と
い
う
。）
は
、総
合
的
に
農
業
の
振
興
を
図
る
必
要
が
あ
る
地
域
に
つ
い
て
、

地
域
の
整
備
に
必
要
な
施
策
を
計
画
的
に
推
進
す
る
た
め
の
措
置
を
講
ず
る
こ
と
に
よ
り
、「
農
業
の
健
全
な
発
展
を
図
る
」
と
と
も
に
、

「
国
土
資
源
の
合
理
的
な
利
用
に
寄
与
す
る
」
こ
と
を
目
的
と
し
て
（
法
一
条
）、
一
九
六
九
年
に
制
定
さ
れ
た
。
当
時
、
高
度
経
済
成
長

に
よ
っ
て
優
良
農
地
が
転
用
さ
れ
る
と
と
も
に
、
新
都
市
計
画
法
の
制
定
な
ど
都
市
サ
イ
ド
の
計
画
制
度
が
整
備
さ
れ
た
こ
と
か
ら
、
農

業
サ
イ
ド
か
ら
こ
れ
に
対
応
す
る
施
策
を
確
立
す
る
た
め
に
制
定
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
（
農
業
振
興
地
域
制
度
研
究
会
編
著
二
〇
〇
一
：
二
─

参
照
）。



一
七

地
域
づ
く
り
法
制
の
過
剰
過
密
と
分
権
化
の
可
能
性
（
一
）（
礒
崎
）

農
振
法
で
は
、
知
事
が
「
農
業
振
興
地
域
整
備
基
本
方
針
」（
四
条
）
を
定
め
て
、
こ
れ
に
基
づ
い
て
「
農
業
振
興
地
域
」
を
指
定
す

る
（
六
条
）。
市
町
村
が
そ
の
地
域
を
対
象
と
し
て
「
農
業
振
興
地
域
整
備
計
画
」（
八
条
）
を
定
め
、
そ
の
中
で
「
農
用
地
等
と
し
て
利

用
す
べ
き
土
地
の
区
域
」（
農
用
地
区
域
）
と
そ
こ
で
の
「
農
業
上
の
用
途
区
分
」
を
定
め
る
が
、こ
れ
を
「
農
用
地
利
用
計
画
」
と
い
う
（
八

条
二
項
一
号
）。
す
な
わ
ち
、
計
画
の
対
象
地
域
は
知
事
が
指
定
す
る
が
、
そ
の
地
域
の
中
で
ど
の
土
地
を
農
用
地
と
す
る
か
、
ど
の
よ
う

に
基
盤
整
備
や
土
地
の
利
用
調
整
を
図
る
か
と
い
っ
た
具
体
的
な
計
画
は
、
市
町
村
に
任
さ
れ
て
い
る
。

農
用
地
区
域
に
指
定
さ
れ
る
と
、
生
産
基
盤
整
備
等
の
事
業
が
行
わ
れ
る
反
面
、
農
用
地
区
域
内
で
開
発
行
為
を
す
る
場
合
に
都
道
府

県
知
事
の
許
可
を
要
す
る
こ
と
（
一
五
条
の
二
）、
農
地
法
に
基
づ
く
転
用
許
可
に
あ
た
っ
て
指
定
の
用
途
以
外
の
用
途
に
供
さ
れ
な
い
よ

う
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
（
一
七
条
）
な
ど
、
そ
の
利
用
が
大
幅
に
制
限
さ
れ
る
。
土
地
利
用
の
可
能
性
を
決
す
る
う
え
で
、
農

用
地
区
域
の
指
定
・
除
外
が
重
要
な
ポ
イ
ン
ト
と
な
る
の
で
あ
る
。

⑴　

目　
　
　

的

農
用
地
利
用
計
画
の
制
度
は
、
総
合
的
に
農
業
の
振
興
を
図
る
必
要
が
あ
る
地
域
に
つ
い
て
、
地
域
の
整
備
に
必
要
な
施
策
を
計
画
的

に
推
進
す
る
た
め
の
措
置
を
講
ず
る
こ
と
に
よ
り
、「
農
業
の
健
全
な
発
展
を
図
る
」
と
と
も
に
、「
国
土
資
源
の
合
理
的
な
利
用
に
寄
与

す
る
」
こ
と
を
目
的
と
す
る
（
一
条
）。

⑵　

執
行
主
体

農
用
地
利
用
計
画
は
市
町
村
が
定
め
る
（
八
条
一
項
）。
こ
の
計
画
策
定
事
務
は
自
治
事
務
で
あ
る
。
た
だ
し
、
計
画
の
策
定
及
び
変
更

に
あ
た
っ
て
は
、
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
都
道
府
県
知
事
に
協
議
し
、
同
意
を
得
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
八
条
四
項
、
一
三
条
四
項
）。

こ
の
同
意
制
に
つ
い
て
は
、
執
行
手
続
の
中
で
言
及
す
る
。



一
八

⑶　

対　
　
　

象

農
用
地
区
域
は
、
知
事
が
定
め
る
農
業
振
興
地
域
の
う
ち
「
農
用
地
と
し
て
利
用
す
べ
き
土
地
の
区
域
」
で
あ
る
（
八
条
二
項
一
号
）。

農
業
振
興
地
域
は
、「
そ
の
自
然
的
経
済
的
社
会
的
諸
条
件
を
考
慮
し
て
一
体
と
し
て
農
業
の
振
興
を
図
る
こ
と
が
相
当
で
あ
る
と
認
め

ら
れ
る
地
域
で
、
次
に
掲
げ
る
要
件
の
す
べ
て
を
そ
な
え
る
も
の
」
と
さ
れ
、
三
つ
の
要
件
が
掲
げ
ら
れ
て
い
る
（
六
条
二
項
）。
そ
の
う

ち
農
用
地
区
域
と
す
べ
き
土
地
の
基
準
に
つ
い
て
は
、
対
象
で
は
な
く
執
行
基
準
の
問
題
と
し
て
後
述
す
る
。

⑷　

執
行
手
段

農
用
地
利
用
計
画
に
し
て
も
、
そ
れ
を
含
む
農
業
振
興
地
域
整
備
計
画
に
し
て
も
、
計
画
に
よ
っ
て
土
地
の
利
用
を
規
制
、
誘
導
す
る

も
の
で
あ
り
、
行
政
計
画
制
に
よ
っ
て
い
る
（
八
条
一
項
）。

⑸　

執
行
基
準

農
用
地
区
域
の
指
定
は
、
農
用
地
利
用
計
画
の
策
定
と
い
う
形
で
行
わ
れ
る
。
農
用
地
利
用
計
画
に
つ
い
て
は
、「
当
該
農
業
振
興
地

域
内
に
あ
る
農
用
地
等
及
び
農
用
地
等
と
す
る
こ
と
が
適
当
な
土
地
で
あ
っ
て
、
次
に
掲
げ
る
も
の
に
つ
き
、
…
農
林
水
産
省
令
で
定
め

る
基
準
に
従
い
区
分
す
る
農
業
上
の
用
途
を
指
定
し
て
、
定
め
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
定
め
ら
れ
、
表
6
の
と
お
り
五
つ
の

基
準
が
示
さ
れ
て
い
る
（
一
〇
条
三
項
一
号
〜
五
号
）。
こ
こ
で
も
、
規
模
に
つ
い
て
は
政
令
で
、
施
設
の
種
類
等
に
つ
い
て
は
省
令
で
定

め
る
し
く
み
と
な
っ
て
い
る
が
、
計
画
策
定
と
い
う
性
格
も
あ
っ
て
他
の
法
律
の
許
可
基
準
ほ
ど
詳
細
な
規
定
に
は
な
っ
て
い
な
い
。

ま
た
、
農
用
地
区
域
の
除
外
に
つ
い
て
は
、
農
用
地
利
用
計
画
の
変
更
と
い
う
形
で
行
わ
れ
る
。
そ
も
そ
も
農
振
整
備
計
画
の
変
更
に

つ
い
て
は
、「
基
礎
調
査
の
結
果
に
よ
り
又
は
経
済
事
情
の
変
動
そ
の
他
情
勢
の
推
移
に
よ
り
必
要
が
生
じ
た
と
き
は
、
政
令
で
定
め
る

と
こ
ろ
に
よ
り
、
遅
滞
な
く
、
農
業
振
興
地
域
整
備
計
画
を
変
更
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
定
め
ら
れ
て
い
る
（
一
三
条
一
項
）。
さ
ら



一
九

地
域
づ
く
り
法
制
の
過
剰
過
密
と
分
権
化
の
可
能
性
（
一
）（
礒
崎
）

に
「
農
用
地
等
以
外
の
用
途
に
供
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
」（
す
な
わ
ち
転
用
目
的
で
）「
農
用
地
区
域
内
の
土
地
を
農
用
地
区
域
か
ら
除

外
す
る
た
め
に
行
う
農
用
地
区
域
の
変
更
」
に
つ
い
て
は
、同
条
二
項
に
お
い
て
「
次
に
掲
げ
る
要
件
の
す
べ
て
を
満
た
す
場
合
に
限
り
、

す
る
こ
と
が
で
き
る
」
と
さ
れ
、
表
7
の
と
お
り
、
五
つ
の
基
準
が
定
め
ら
れ
て
い
る
（
一
三
条
二
項
） 

。
こ
の
除
外
基
準
は
、「
農
用
地

等
以
外
の
用
途
に
供
す
る
こ
と
が
必
要
か
つ
適
当
」「
支
障
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
が
な
い
」
な
ど
抽
象
的
な
内
容
で
あ
る
た
め
、
そ
の
解
釈

適
用
に
よ
っ
て
は
限
定
的
に
も
弾
力
的
に
も
運
用
で
き
る
も
の
と
な
っ
て
い
る
（
４
）。

農
用
地
区
域
の
指
定
お
よ
び
除
外
は
、
全
国
の
優
良
農
地
の
量
を
左
右
し
、
ひ
い
て
は
国
民
の
食
糧
確
保
に
も
連
動
す
る
問
題
で
あ
る
。

そ
こ
で
、
広
域
的
統
一
性
（
Ｄ
）
ま
た
は
政
策
的
統
一
性
（
Ｅ
）
の
見
地
か
ら
国
が
関
心
を
持
つ
こ
と
は
あ
り
得
よ
う
。
一
方
、
ど
う
い

う
農
地
を
保
全
す
べ
き
か
と
い
う
即
地
的
な
判
断
は
、
地
域
の
土
地
利
用
や
営
農
の
状
況
に
応
じ
て
行
う
べ
き
で
あ
り
、
国
が
そ
の
基
準

を
一
律
に
決
め
る
こ
と
は
難
し
い
し
、
決
め
て
も
十
分
に
機
能
し
な
い
（
５
）。
以
上
の
よ
う
な
基
準
で
は
な
く
、
農
用
地
区
域
の
量
的
目
標
を

掲
げ
、
こ
れ
を
尊
重
ま
た
は
勘
案
す
べ
き
こ
と
（
す
な
わ
ち
、
あ
る
農
用
地
区
域
を
除
外
す
る
場
合
は
他
の
土
地
を
農
用
地
区
域
に
編
入
し
て
総
面

積
の
確
保
を
検
討
す
る
こ
と
）
を
定
め
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
よ
う
。

⑹　

執
行
手
続

市
町
村
が
農
業
振
興
地
域
整
備
計
画
を
定
め
よ
う
と
す
る
場
合
は
、
当
該
整
備
区
域
の
農
業
協
同
組
合
、
土
地
改
良
区
の
意
見
を
聴
か

な
け
れ
ば
な
ら
ず
（
八
条
一
項
、
施
行
令
三
条
一
項
）、
さ
ら
に
農
用
地
利
用
計
画
に
つ
い
て
は
都
道
府
県
知
事
に
協
議
し
、
そ
の
同
意
を
得

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
八
条
四
項
）。
ま
た
市
町
村
が
整
備
計
画
を
定
め
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
そ
の
旨
を
公
告
し
、
縦
覧
に
供
し
な
け
れ

ば
な
ら
ず
（
法
一
一
条
一
項
）、
市
町
村
の
住
民
は
こ
れ
に
対
し
て
意
見
書
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
（
同
二
項
）。
農
用
地
区
域
内
の
土

地
の
権
利
者
が
こ
の
案
に
異
議
が
あ
る
と
き
は
、
市
町
村
に
そ
の
旨
を
申
し
出
る
こ
と
が
で
き
（
同
三
項
）、
市
町
村
の
決
定
に
さ
ら
に
不



二
〇

表6　農用地区域の指定基準に関する規定

農業振興地域整備法 施　行　令 施行規則
10条
3 …農用地利用計画は、当該農業振興地域内にある農用地

等及び農用地等とすることが適当な土地であって、次に
掲げるものにつき、当該農業振興地域における農業生産
の基盤の保全、整備及び開発の見地から必要な限度にお
いて農林水産省令で定める基準に従い区分する農業上の
用途を指定して、定めるものでなければならない。

 一  集団的に存在する農用地で政令で定める規模以上の
もの

 二  土地改良法第2条第2項に規定する土地改良事業又は
これに準ずる事業で、農業用用排水施設の新設又は変
更、区画整理、農用地の造成その他の農林水産省令で
定めるものの施行に係る区域内にある土地

 三  前2号に掲げる土地の保全又は利用上必要な施設の用
に供される土地

 四  第3条第4号に掲げる土地で、政令で定める規模以上
のもの又は第1号及び第2号に掲げる土地に隣接するも
の

 五  前各号に掲げるもののほか、果樹又は野菜の生産団
地の形成その他の当該農業振興地域における地域の特
性に即した農業の振興を図るためその土地の農業上の
利用を確保することが必要であると認められる土地

4 前項の農用地等及び農用地等とすることが適当な土地に
は、土地改良法第7条第4項に規定する非農用地区域内の
土地その他政令で定める土地は含まれないものとする。

6条（ 法10条3項
1号の集団的に
存在する農用地
の規模）

7条（ 法10条3項
4号の農業用施
設に供される土
地の規模）

8条（ 法10条4項
の農用地等とす
ることが適当な
土地に含まれな
い土地、4項目）

4条の2（法10条
3項の農業上の
用途）

4条の3（法10条3
項2号の土地改良
事業等）

4条の4（令8条1
項3号 イ の 農 林
水産省令で定め
る事業）
4条の5（令8条1
項4号 の 公 益 性
が特に高いと認
められる事業に
係る施設、28施
設）



二
一

地
域
づ
く
り
法
制
の
過
剰
過
密
と
分
権
化
の
可
能
性
（
一
）（
礒
崎
）

表7　農用地区域の除外基準に関する規定

農業振興地域整備法 施　行　令 施行規則
13条 都道府県又は市町村は、農業振興地域整備基本方針

の変更若しくは農業振興地域の区域の変更により、…基
礎調査の結果により又は経済事情の変動その他情勢の推
移により必要が生じたときは、政令で定めるところによ
り、遅滞なく、農業振興地域整備計画を変更しなければ
ならない。…

2 前項の規定による農業振興地域整備計画の変更のうち、
農用地等以外の用途に供することを目的として農用地区
域内の土地を農用地区域から除外するために行う農用地
区域の変更は、次に掲げる要件のすべてを満たす場合に
限り、することができる。

 一  …当該変更に係る土地を農用地等以外の用途に供す
ることが必要かつ適当であって、農用地区域以外の区
域内の土地をもって代えることが困難であると認めら
れること。

 二  当該変更により、農用地区域内における農用地の集
団化、農作業の効率化その他土地の農業上の効率的か
つ総合的な利用に支障を及ぼすおそれがないと認めら
れること。

 三  当該変更により、農用地区域内における効率的かつ
安定的な農業経営を営む者に対する農用地の利用の集
積に支障を及ぼすおそれがないと認められること。

 四  当該変更により、農用地区域内の第3条第3号の施設
の有する機能に支障を及ぼすおそれがないと認められ
ること。

 五  当該変更に係る土地が第10条第3項第2号に掲げる土
地に該当する場合にあっては、当該土地が、農業に関
する公共投資により得られる効用の確保を図る観点か
ら政令で定める基準に適合していること。

9条（ 法13条2項
5号の農用地区
域の変更に係る
基準） 



二
二

服
が
あ
れ
ば
、
都
道
府
県
知
事
に
審
査
を
申
し
立
て
る
こ
と
が
で
き
る
（
同
五
項
）。

整
備
計
画
の
変
更
に
つ
い
て
も
、
軽
微
な
変
更
の
場
合
を
除
い
て
同
様
の
手
続
が
必
要
と
な
る
（
一
三
条
四
項
、
施
行
令
三
条
三
項
等
）。

ま
た
都
道
府
県
知
事
は
、
市
町
村
に
対
し
て
農
用
地
利
用
計
画
の
変
更
の
た
め
に
必
要
な
措
置
を
と
る
よ
う
指
示
す
る
こ
と
が
で
き
る

（
一
三
条
四
項
）。

以
上
の
手
続
は
、権
利
者
の
権
利
保
障
等
を
考
慮
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
が
、表
1
の
人
権
的
統
一
性
（
Ｂ
）
と
ま
で
は
い
え
な
い
し
、

市
町
村
の
自
治
事
務
に
お
い
て
関
係
者
の
利
益
を
ど
の
よ
う
な
手
続
で
保
護
す
る
か
は
、
市
町
村
が
条
例
等
で
定
め
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

ま
た
、
知
事
の
同
意
制
（
八
条
四
項
）
は
農
用
地
区
域
の
量
的
確
保
の
観
点
に
限
定
す
べ
き
で
あ
り
（
礒
崎
二
〇
一
一
ｂ
参
照
）、
知
事
の
指

示
（
一
三
条
三
項
）
は
自
治
事
務
に
対
す
る
統
制
的
介
入
で
あ
り
、
廃
止
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

4　

農
地
法
の
農
地
転
用
許
可

農
地
法
は
、
耕
作
者
の
農
地
取
得
の
促
進
と
そ
の
権
利
の
保
護
を
図
る
と
と
も
に
、
土
地
の
農
業
上
の
効
率
的
な
利
用
を
図
る
た
め
そ

の
利
用
関
係
を
調
整
し
、
も
っ
て
耕
作
者
の
地
位
の
安
定
と
農
業
生
産
力
の
増
進
を
図
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
、
一
九
五
二
年
に
制
定
さ

れ
た
（
和
田
一
九
八
一
参
照
）。
農
地
法
は
、
農
地
改
革
の
成
果
を
維
持
す
る
た
め
、
い
わ
ゆ
る
自
作
農
主
義
を
基
本
理
念
と
し
て
制
定
さ

れ
た
。

農
地
法
で
は
、
農
地
転
用
規
制
の
規
定
と
し
て
、
す
で
に
権
利
を
有
す
る
者
が
自
ら
農
地
を
転
用
す
る
場
合
に
四
条
の
許
可
を
要
す
る

も
の
と
し
、
こ
れ
か
ら
権
利
を
取
得
し
て
農
地
を
転
用
す
る
場
合
に
五
条
の
許
可
を
要
す
る
も
の
と
し
て
い
る
が
、
と
も
に
農
地
転
用
許

可
制
度
と
し
て
一
体
的
に
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
こ
で
は
よ
り
単
純
な
四
条
許
可
に
つ
い
て
説
明
す
る
（
五
条
の
許
可
に
も
同
様
の
規



二
三

地
域
づ
く
り
法
制
の
過
剰
過
密
と
分
権
化
の
可
能
性
（
一
）（
礒
崎
）

定
が
あ
る
か
、
四
条
の
規
定
が
準
用
さ
れ
て
い
る
）。

⑴　

目　
　
　

的

農
地
転
用
許
可
制
度
は
、
農
地
転
用
を
適
正
に
規
制
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
限
ら
れ
た
資
源
で
あ
る
優
良
農
地
を
確
保
し
て
農
業
生
産

力
を
維
持
し
、
国
民
に
対
す
る
食
料
の
安
定
供
給
を
確
保
す
る
と
と
も
に
、
国
土
の
合
理
的
利
用
を
図
る
観
点
か
ら
農
業
上
の
土
地
利
用

と
農
業
以
外
の
土
地
利
用
と
の
調
整
を
適
切
に
行
う
こ
と
を
目
的
に
し
て
い
る
（
高
木
・
内
藤
二
〇
一
七
：
一
二
二
）。

⑵　

執
行
主
体

転
用
許
可
を
行
う
の
は
都
道
府
県
知
事
で
あ
る
。
た
だ
し
、
四
ヘ
ク
タ
ー
ル
を
超
え
る
農
地
転
用
に
つ
い
て
は
、
一
定
の
地
域
の
開
発
・

整
備
に
関
す
る
法
律
で
政
令
で
定
め
る
も
の
に
従
っ
た
転
用
行
為
で
政
令
の
要
件
に
該
当
す
る
も
の
を
除
い
て
、
当
分
の
間
、
知
事
等
は

あ
ら
か
じ
め
農
林
水
産
大
臣
に
協
議
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
附
則
二
項
一
号
）。

以
前
は
四
ヘ
ク
タ
ー
ル
を
超
え
る
農
地
転
用
は
大
臣
が
許
可
す
る
と
さ
れ
、
二
ヘ
ク
タ
ー
ル
を
超
え
四
ヘ
ク
タ
ー
ル
以
下
の
農
地
転
用

は
知
事
が
あ
ら
か
じ
め
大
臣
に
協
議
し
た
う
え
で
許
可
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
た
が
、
第
五
次
地
方
分
権
一
括
法
に
よ
る
農
地
法
改
正

（
二
〇
一
五
年
）
に
よ
り
変
更
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
許
可
事
務
は
、
基
本
的
に
は
自
治
事
務
で
あ
る
が
、
四
ヘ
ク
タ
ー
ル
を
超
え
る

転
用
許
可
は
第
一
号
法
定
受
託
事
務
と
さ
れ
た
（
六
三
条
一
項
二
号
）。
従
来
、
自
治
体
側
は
農
地
転
用
許
可
権
限
の
移
譲
を
求
め
て
い
た

こ
と
か
ら
、
そ
れ
が
実
現
し
た
こ
と
は
歓
迎
す
べ
き
で
あ
る
が
、
事
前
協
議
を
残
し
た
こ
と
お
よ
び
法
定
受
託
事
務
と
し
た
こ
と
は
、
問

題
が
あ
る
。

ま
た
、
こ
の
農
地
法
改
正
に
よ
り
、
農
林
水
産
大
臣
が
指
定
す
る
市
町
村
（
指
定
市
町
村
）
が
都
道
府
県
に
代
わ
り
四
条
に
基
づ
く
許

可
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
（
６
）。
す
な
わ
ち
、「
農
地
…
（
中
略
）
…
の
農
業
上
の
効
率
的
か
つ
総
合
的
な
利
用
の
確
保
に
関



二
四

す
る
施
策
の
実
施
状
況
を
考
慮
し
て
農
林
水
産
大
臣
が
指
定
す
る
市
町
村
」
の
区
域
内
で
は
、市
町
村
の
長
が
許
可
す
る
も
の
と
し
た
（
四

条
一
項
）。
権
限
移
譲
は
必
要
な
こ
と
で
あ
る
が
、条
例
に
よ
る
事
務
処
理
特
例
の
制
度
（
地
方
自
治
法
二
五
二
条
の
一
七
の
二
）
も
あ
る
中
で
、

国
が
施
策
の
実
施
状
況
を
個
別
に
審
査
し
て
市
町
村
を
指
定
す
る
し
く
み
は
、
一
種
の
統
制
的
介
入
を
追
加
し
た
も
の
で
あ
っ
て
、
地
方

分
権
の
理
念
に
反
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。

さ
ら
に
、
農
林
水
産
大
臣
の
指
示
や
事
務
代
行
の
制
度
（
五
八
条
二
、三
項
）
に
つ
い
て
は
、
自
治
事
務
を
含
め
て
特
に
要
件
を
限
定
す

る
こ
と
な
く
こ
う
し
た
権
力
的
関
与
を
認
め
た
こ
と
は
、
問
題
で
あ
る
。

⑶　

対　
　
　

象

農
地
を
農
地
以
外
の
も
の
に
す
る
こ
と
（
転
用
）
が
許
可
の
対
象
で
あ
る
。
本
法
で
農
地
と
は
「
耕
作
の
目
的
に
供
さ
れ
る
土
地
」
を

い
う
（
二
条
一
項
）。
こ
こ
に
は
、
現
に
耕
作
さ
れ
て
い
る
土
地
の
ほ
か
、
客
観
的
に
耕
作
に
供
さ
れ
る
と
認
め
ら
れ
る
土
地
、
す
な
わ
ち

耕
作
し
よ
う
と
す
れ
ば
い
つ
で
も
耕
作
で
き
る
休
耕
地
や
不
耕
作
地
も
含
む
（
こ
れ
を
現
況
主
義
と
い
う
。
和
田
一
九
八
一
：
一
九
─

）。

し
か
し
、
表
8
の
と
お
り
、
八
つ
の
場
合
は
適
用
除
外
と
さ
れ
て
い
る
（
四
条
一
項
各
号
）。
該
当
例
が
多
い
の
は
、
国
ま
た
は
都
道
府

県
等
が
道
路
等
の
省
令
で
定
め
る
も
の
に
転
用
す
る
場
合
で
あ
り
（
二
号
）、
こ
れ
を
受
け
て
省
令
で
は
、
学
校
教
育
法
に
規
定
す
る
学

校
な
ど
五
つ
の
施
設
を
定
め
て
い
る
（
施
行
規
則
二
五
条
）。
ま
た
、
市
街
化
区
域
内
の
農
地
を
あ
ら
か
じ
め
農
業
委
員
会
に
届
け
出
て
転

用
す
る
場
合
も
、
重
要
な
除
外
で
あ
る
（
七
号
）。
も
と
も
と
都
市
計
画
上
、
市
街
化
区
域
は
「
す
で
に
市
街
地
を
形
成
し
て
い
る
区
域

及
び
お
お
む
ね
一
〇
年
以
内
に
優
先
的
か
つ
計
画
的
に
市
街
化
を
図
る
べ
き
区
域
」
で
あ
り
（
都
市
計
画
法
七
条
二
項
）、
農
地
転
用
を
抑

制
す
べ
き
区
域
で
は
な
い
た
め
、
届
出
制
と
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
「
そ
の
他
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
場
合
」
と
い
う
包
括
的

な
委
任
規
定
が
あ
る
（
八
号
）。
施
行
規
則
で
は
一
八
項
目
に
及
ぶ
適
用
除
外
が
定
め
ら
れ
て
お
り
（
二
九
条
）、
そ
の
中
に
は
市
町
村
が



二
五

地
域
づ
く
り
法
制
の
過
剰
過
密
と
分
権
化
の
可
能
性
（
一
）（
礒
崎
）

表8　農地転用許可の対象に関する規定

農　地　法 施　行　令 施行規則
4条 農地を農地以外のものにする者は、都道府県知事（…

農林水産大臣が指定する市町村（…）の区域内にあっては、
指定市町村の長。…）の許可を受けなければならない。
ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限
りでない。

 一  次条第1項の許可に係る農地をその許可に係る目的に
供する場合

 二  国又は都道府県等（…）が道路…その他の地域振興
上又は農業振興上の必要性が高いと認められる施設で
あって農林水産省令で定めるものの用に供するため、
農地を農地以外のものにする場合

 三  …農用地利用集積計画の定めるところによって設定
され、又は移転された…権利に係る農地を当該計画に
定める利用目的に供する場合

 四  特定農山村地域における農林業等の活性化のための
基盤整備の促進に関する法律…による公告があつた所
有権移転等促進計画の定めるところによって設定され、
又は移転された同法…の権利に係る農地を当該…計画
に定める利用目的に供する場合

 五  農山漁村の活性化のための定住等及び地域間交流の
促進に関する法律…による公告があつた所有権移転等
促進計画の定めるところによって設定され、又は移転
された同法…の権利に係る農地を当該…計画に定める
利用目的に供する場合

 六  土地収用法その他の法律によって収用し、又は使用
した農地をその収用又は使用に係る目的に供する場合

 七  市街化区域内（…）内にある農地を政令で定めると
ころによりあらかじめ農業委員会に届け出て、農地以
外のものにする場合

 八  その他農林水産省令で定める場合

3条（ 法4条1項7
号の市街化区域
内の農地を転用
す る 場 合 の 届
出）

25条（ 法4条1項
2号の地域振興
上又は農業振興
上の必要性が高
いと認められる
施設、5項目）

26条（ 令3条1項
の市街化区域内
の農地転用の届
出の書類）
27条（ 令3条1項
の市街化区域内
の農地転用の届
出 書 の 記 載 事
項）
29条（ 法4条1項
8号の農地転用
の制限の例外、
18項目）



二
六

道
路
等
の
公
共
事
業
（
土
地
収
用
法
三
条
各
号
の
事
業
）
を
行
う
場
合
（
六
号
）
な
ど
重
要
な
事
項
も
含
ま
れ
て
い
る
。

全
体
と
し
て
省
令
へ
の
委
任
が
多
く
、
所
管
省
庁
に
丸
投
げ
し
て
い
る
と
い
え
る
反
面
、
都
市
計
画
法
と
異
な
り
、
条
例
へ
の
委
任
規

定
は
皆
無
で
あ
る
。
こ
れ
を
正
当
化
す
る
と
す
れ
ば
、表
1
の
広
域
的
統
一
性
（
Ｄ
）
か
政
策
的
統
一
性
（
Ｅ
）
の
要
請
が
考
え
ら
れ
る
が
、

こ
こ
ま
で
詳
細
に
決
め
て
し
ま
う
こ
と
は
、
統
制
的
介
入
ま
た
は
後
見
的
介
入
で
あ
っ
て
、
適
切
で
な
い
。

⑷　

執
行
手
段

こ
の
事
務
は
許
可
制
を
採
っ
て
い
る
。
国
ま
た
は
都
道
府
県
等
が
転
用
行
為
を
す
る
場
合（
第
一
項
の
適
用
除
外
に
該
当
す
る
場
合
を
除
く
）

は
協
議
制
が
採
ら
れ
て
い
る
（
四
条
八
項
）。
こ
れ
ら
に
違
反
し
て
転
用
行
為
を
行
っ
た
場
合
の
対
応
手
段
と
し
て
、
是
正
命
令
制
（
五
一

条
一
項
）
や
罰
則
制
（
六
四
条
、
六
七
条
）
が
採
ら
れ
て
い
る
。

⑸　

執
行
基
準

許
可
基
準
は
、
法
律
、
政
令
、
省
令
で
定
め
ら
れ
て
い
る
（
７
）。
こ
の
基
準
は
、
表
9
の
と
お
り
、
①
優
良
な
農
地
は
極
力
転
用
を
認
め
な

い
と
い
う
農
地
基
準
（
四
条
六
項
一
号
）
と
、
②
転
用
の
必
要
性
、
実
現
の
確
実
性
な
ど
の
一
般
的
基
準
（
同
項
二
〜
五
号
）
に
分
け
る
こ

と
が
で
き
る
。

第
一
に
、
農
地
基
準
と
し
て
、
イ
農
振
法
に
基
づ
く
農
用
地
区
域
内
に
あ
る
農
地
、
ロ
集
団
的
に
存
在
す
る
農
地
そ
の
他
の
良
好
な
営

農
条
件
を
備
え
て
い
る
農
地
と
し
て
政
令
で
定
め
る
も
の
（
市
街
化
調
整
区
域
内
に
あ
る
政
令
で
定
め
る
農
地
以
外
の
農
地
に
あ
っ
て
は
、
⑴
市

街
地
の
区
域
内
ま
た
は
市
街
地
化
の
傾
向
が
著
し
い
区
域
内
に
あ
る
農
地
で
政
令
で
定
め
る
も
の
、
⑵
⑴
の
区
域
に
近
接
す
る
区
域
そ
の
他
市
街
地
化
が

見
込
ま
れ
る
区
域
内
に
あ
る
農
地
で
政
令
で
定
め
る
も
の
を
除
く
）
に
つ
い
て
は
、
許
可
で
き
な
い
と
定
め
て
い
る
（
六
項
一
号
イ
、
ロ
（
８
））。
こ
れ

を
受
け
て
、
政
令
で
い
く
つ
か
の
場
合
に
分
け
、
さ
ら
に
そ
れ
ぞ
れ
の
基
準
を
省
令
に
委
ね
る
と
い
う
形
で
、
複
雑
な
規
定
を
定
め
て 



二
七

地
域
づ
く
り
法
制
の
過
剰
過
密
と
分
権
化
の
可
能
性
（
一
）（
礒
崎
）

表9　農地転用許可の基準に関する規定

農　地　法 施　行　令 施行規則
4条
6 次のいずれかに該当する場合には、許可する

ことができない。ただし、…政令で定める相
当の事由があるときは、この限りでない。

 一  次に掲げる農地を農地以外のものにしよ
うとする場合

 イ 農用地区域（…）内にある農地
 ロ  …集団的に存在する農地その他の良好な

営農条件を備えている農地として政令で定
めるもの（市街化調整区域…内にある政令
で定める農地以外の農地にあっては、次に
掲げる農地を除く。）

  （1 ）市街地の区域内又は市街地化の傾向が
著しい区域内にある農地で政令で定める
もの

  （2 ）…その他市街地化が見込まれる区域内
にある農地で政令で定めるもの

 二  …周辺の他の土地を供することにより当
該…事業の目的を達成することができると
認められるとき。

 三  申請者に…必要な資力及び信用があると
認められないこと、…その他農林水産省令
で定める事由により、…当該申請に係る用
途に供することが確実と認められない場合

 四  …農地を農地以外のものにすることによ
り、…周辺の農地に係る営農条件に支障を
生ずるおそれがあると認められる場合

 五  …一時的な利用に供するため…、その利
用に供された後にその土地が耕作の目的に
供されることが確実と認められないとき。

4条1項（ 法4条6項1号
に掲げる場合の同項
ただし書の政令で定
める相当の事由）
4条2項（ 法4条6項2号
に掲げる場合の同項
ただし書の政令で定
める相当の事由）
5条（ 法4条6項1号 ロ
の良好な営農条件を
備えている農地）
6条（ 法4条6項1号 ロ
の市街化調整区域内
の農地）
7条（ 法4条6項1号 ロ

（1）の市街地等の農
地）
8条（ 法4条6項1号 ロ

（2）の市街地化が見
込まれる区域内にあ
る農地）

33条（令4条1項2号イ
の地域の農業の振興
に資する施設）
34条（令4条1項2号ロ
の市街地設置が困難・
不適当な施設）
35条（令4条1項2号ハ
の特別の立地条件を
必要とする事業、6事
項）
36条（令4条1項2号ニ
の隣接土地と同一の
事業に供するための
転用）
37条（令4条1項2号ホ
の公益性が高い事業、
13事業）
38条（令4条1項2号ヘ

（6）の地域農業振興
に関する計画に従っ
た農地の転用）
40条（ 令5条2号 の 特
定土地改良事業等）
41条（ 令6条1号 の 農
作業を効率的に行う
のに必要な条件）
42条（ 令6条2号 の 特
定土地改良事業等）
44条（ 令7条2号 の 宅
地化の状況の程度）
45条（ 令8条1号 の 市
街地化が見込まれる
区域）
46条（ 令8条2号 の 市
街地化が見込まれる
区域）
47条（法4条6項3号の
申請の用途に供する
ことが確実と認めら
れない事由、6事由）



二
八

い
る
。

第
二
に
、
一
般
的
基
準
と
し
て
、
①
周
辺
の
土
地
に
よ
っ
て
事
業
目
的
を
達
成
で
き
る
と
き
、
②
転
用
行
為
に
必
要
な
資
力
・
信
用
が

あ
る
と
認
め
ら
れ
な
い
こ
と
、
妨
げ
と
な
る
権
利
を
有
す
る
者
の
同
意
を
得
て
い
な
い
こ
と
、
そ
の
他
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
事
由
に

よ
り
転
用
行
為
の
実
現
が
確
実
で
な
い
と
き
、
③
転
用
行
為
に
よ
り
災
害
発
生
そ
の
他
周
辺
農
地
の
営
農
条
件
に
支
障
を
生
ず
る
お
そ
れ

が
あ
る
と
き
、
④
仮
設
工
作
物
の
設
置
そ
の
他
一
時
的
な
利
用
の
た
め
の
転
用
の
場
合
に
、
利
用
後
に
耕
作
目
的
に
供
さ
れ
る
こ
と
が
確

実
と
認
め
ら
れ
な
い
と
き
、
の
四
つ
の
基
準
が
定
め
ら
れ
て
い
る
（
同
項
二
〜
五
号
（
９
））。
こ
れ
ら
の
基
準
は
理
解
し
や
す
い
が
、
こ
こ
で
も
、

転
用
行
為
の
実
現
が
確
実
で
な
い
「
そ
の
他
の
事
由
」
を
省
令
に
委
ね
て
お
り
、
省
令
で
は
五
つ
の
項
目
を
定
め
て
い
る
（
施
行
規
則

四
七
条
）。

以
上
の
基
準
は
、
農
用
地
区
域
の
指
定
・
除
外
と
同
様
に
、
優
良
農
地
の
確
保
と
い
う
点
で
広
域
的
統
一
性
（
Ｄ
）
ま
た
は
政
策
的
統

一
性
（
Ｅ
）
の
要
請
に
基
づ
く
と
い
え
る
が
、
量
的
な
確
保
で
あ
れ
ば
農
振
法
の
農
用
地
利
用
計
画
な
ど
計
画
的
な
手
法
に
よ
っ
て
確
保

す
べ
き
で
あ
り
、
個
別
の
農
地
転
用
の
可
否
に
関
す
る
基
準
ま
で
は
必
要
な
い
か
、
少
な
く
と
も
地
域
的
事
情
を
勘
案
で
き
る
よ
う
基
準

を
大
綱
化
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。

⑹　

執
行
手
続

許
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
省
令
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
省
令
で
定
め
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
を
、
農
業
委
員
会
を
経

由
し
て
知
事
等
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
四
条
二
項
、
施
行
規
則
三
〇
条
、
三
一
条
）。
農
業
委
員
会
は
、
必
要
な
場
合
に
は
農
業
委

員
会
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
機
構
（
都
道
府
県
機
構
）
の
意
見
を
聴
い
た
う
え
で
、
申
請
書
に
意
見
を
付
し
て
知
事
等
に
送
付
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
（
四
条
三
〜
五
項
）。
主
と
し
て
農
業
者
の
代
表
等
で
構
成
す
る
こ
れ
ら
の
機
関
を
通
じ
て
、
農
業
関
係
者
の
意
見
を
反
映
す
る
よ
う



二
九

地
域
づ
く
り
法
制
の
過
剰
過
密
と
分
権
化
の
可
能
性
（
一
）（
礒
崎
）

配
慮
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
四
ヘ
ク
タ
ー
ル
を
超
え
る
農
地
転
用
に
つ
い
て
は
、
一
定
の
場
合
を
除
い
て
、
当
分
の
間
、
農
林

水
産
大
臣
に
協
議
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
、
前
述
の
と
お
り
で
あ
る
（
附
則
二
項
一
号
）。

以
上
の
う
ち
、市
町
村
農
業
委
員
会
の
経
由
等
の
手
続
は
、都
道
府
県
が
定
め
る
こ
と
は
法
的
に
も
難
し
い
た
め
、広
域
的
統
一
性
（
Ｄ
）

に
基
づ
い
て
法
律
で
定
め
る
こ
と
は
問
題
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。
な
お
、
法
令
で
は
、
地
域
住
民
の
意
見
を
聴
き
調
整
を
図
る
手
続
は
定

め
ら
れ
て
い
な
い
が
、
都
道
府
県
や
指
定
市
町
村
が
条
例
に
基
づ
い
て
こ
う
し
た
手
続
を
定
め
る
こ
と
は
、
可
能
で
あ
ろ
う
。

5　

森
林
法
の
林
地
開
発
許
可

森
林
法
は
、
災
害
の
防
止
、
水
資
源
の
確
保
、
生
活
環
境
の
保
全
な
ど
森
林
の
持
つ
公
益
的
性
格
に
着
目
し
て
、
森
林
の
保
続
培
養
と

森
林
生
産
力
の
増
進
を
図
る
た
め
に
制
定
さ
れ
た
法
律
で
（
一
条
）、一
九
五
一
年
の
全
面
改
正
に
よ
り
現
在
の
形
に
な
っ
た
も
の
で
あ
る
。

森
林
の
利
用
を
規
制
す
る
制
度
と
し
て
は
、
一
般
的
な
森
林
に
係
る
林
地
開
発
許
可
制
度
と
、
特
に
保
全
す
べ
き
森
林
に
係
る
保
安
林
制

度
が
あ
る
が
、
本
稿
で
は
前
者
を
取
り
上
げ
る
。
こ
の
林
地
開
発
許
可
制
度
は
、
森
林
の
持
つ
多
様
な
機
能
に
対
す
る
認
識
が
高
ま
る
一

方
で
、
森
林
を
対
象
と
す
る
開
発
行
為
が
増
加
す
る
中
で
、
一
九
七
四
年
の
法
改
正
に
よ
っ
て
導
入
さ
れ
た
も
の
で
、
森
林
一
般
に
対
す

る
幅
広
い
規
制
と
し
て
重
要
な
意
義
を
有
し
て
い
る
（
林
野
庁
一
九
九
二
、
森
林
・
林
業
基
本
政
策
研
究
会
二
〇
一
七
：
八
八
─

参
照
）。

⑴　

目　
　
　

的

林
地
開
発
許
可
制
度
は
、
国
民
生
活
及
び
地
域
社
会
に
お
け
る
森
林
の
果
た
す
役
割
の
重
要
性
に
か
ん
が
み
、
森
林
の
有
す
る
多
角
的

機
能
の
高
度
発
揮
を
図
る
観
点
か
ら
、
森
林
の
土
地
の
適
正
な
利
用
を
確
保
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

⑵　

執
行
主
体



三
〇

許
可
を
行
う
の
は
都
道
府
県
知
事
で
あ
る
。
こ
の
許
可
事
務
は
自
治
事
務
で
あ
る
。

⑶　

対　
　
　

象

地
域
森
林
計
画
の
対
象
と
な
る
民
有
林
に
お
い
て
、
一
定
規
模
を
こ
え
る
開
発
行
為
を
行
う
場
合
に
は
、
知
事
の
許
可
を
受
け
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
（
一
〇
条
の
二
第
一
項
）。
ま
ず
「
地
域
森
林
計
画
」
は
、
知
事
が
森
林
計
画
区
別
に
当
該
森
林
計
画
区
に
係
る
民
有
林
に
つ

い
て
、
五
年
ご
と
に
一
〇
年
を
一
期
と
し
て
定
め
る
計
画
で
あ
り
、
対
象
森
林
の
区
域
、
森
林
整
備
に
関
す
る
基
本
的
事
項
、
立
木
竹
の

伐
採
に
関
す
る
事
項
、
造
林
に
関
す
る
事
項
等
を
定
め
る
（
五
条
一
項
、
二
項
）。
次
に
「
開
発
行
為
」
と
は
、「
土
砂
又
は
樹
根
の
採
掘
、

開
墾
そ
の
他
の
土
地
の
形
質
を
変
更
す
る
行
為
」
で
「
政
令
で
定
め
る
規
模
を
こ
え
る
も
の
」
を
い
う
（
一
〇
条
の
二
第
一
項
）。
そ
の
規

模
は
、
土
地
面
積
一
ヘ
ク
タ
ー
ル
（
道
路
の
新
設
等
に
つ
い
て
は
面
積
一
ヘ
ク
タ
ー
ル
か
つ
幅
員
三
メ
ー
ト
ル
）
と
さ
れ
て
い
る
（
施
行
令
二
条
の

三
）。
都
市
計
画
法
上
の
「
開
発
行
為
」
と
比
較
す
る
と
、
建
築
物
の
建
築
等
の
目
的
の
限
定
が
な
い
一
方
、
単
な
る
区
画
変
更
や
一
定

規
模
以
下
の
行
為
は
含
ま
れ
な
い
点
が
異
な
る
。

こ
こ
で
も
、
表
10
の
と
お
り
、
三
つ
の
開
発
行
為
は
適
用
除
外
と
さ
れ
（
一
〇
条
の
二
第
一
項
各
号
）、
さ
ら
に
省
令
に
委
任
さ
れ
て
省

令
で
一
九
項
目
に
わ
た
り
適
用
除
外
を
定
め
て
い
る
（
施
行
規
則
五
条
）。
省
令
に
丸
投
げ
す
る
一
方
で
、
条
例
へ
の
委
任
は
皆
無
で
あ
る
。

こ
れ
ら
の
対
象
範
囲
の
法
定
は
、
森
林
資
源
の
管
理
や
災
害
の
防
止
と
い
う
観
点
か
ら
、
広
域
的
統
一
性
（
Ｄ
）
の
要
請
に
基
づ
く
も

の
と
い
え
る
が
、
こ
こ
ま
で
詳
細
か
つ
自
己
完
結
的
に
定
め
る
必
要
は
認
め
ら
れ
な
い
。

⑷　

執
行
手
段

こ
の
制
度
で
は
、
許
可
制
を
採
っ
て
い
る
（
二
〇
条
三
項
）。
こ
の
許
可
制
に
違
反
し
た
場
合
の
対
応
手
段
と
し
て
、
是
正
命
令
制
（
三
四

条
一
項
）
や
罰
則
制
（
八
三
条
三
号
、
八
二
条
）
が
採
ら
れ
て
い
る
。



三
一

地
域
づ
く
り
法
制
の
過
剰
過
密
と
分
権
化
の
可
能
性
（
一
）（
礒
崎
）

表10　林地開発許可の対象に関する規定

森　林　法 施　行　令 施行規則
2条 この法律において「森林」とは、左に掲げるものをい

う。…
 一 木竹が集団して生育している土地及びその土地の上

にある立木竹
 二 前号の土地の外、木竹の集団的な生育に供される土

地
5条 都道府県知事は、…森林計画区別に、その森林計画区

に係る民有林（…）につき、5年ごとに…10年を1期とす
る地域森林計画をたてなければならない。

2 地域森林計画においては、次に掲げる事項を定めるもの
とする。

 一 その対象とする森林の区域
…
10条の2 民有林（…）において開発行為（土石又は樹根の

採掘、開墾その他の土地の形質を変更する行為で、森林
の土地の自然的条件、その行為の態様等を勘案して政令
で定める規模をこえるものをいう。…）をしようとする
者は、農林水産省令で定める手続に従い、…知事の許可
を受けなければならない。ただし、次の各号の一に該当
する場合は、この限りでない。

 一  国又は地方公共団体が行なう場合
 二  火災、風水害その他の非常災害のために必要な応急

措置として行なう場合
 三  森林の土地の保全に著しい支障を及ぼすおそれが少

なく、かつ、公益性が高いと認められる事業で農林水
産省令で定めるものの施行として行なう場合

2条の3（法10条
の2第1項の開発
行為の規模）

5条（法10条の2
第1項3号の開発
行為の許可を要
しない事業、19
項目）



三
二

⑸　

執
行
基
準

開
発
行
為
の
申
請
に
対
し
て
は
、
法
律
上
、
次
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
な
い
と
き
は
「
許
可
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
さ
れ
、
表
11

の
と
お
り
四
つ
の
要
件
が
示
さ
れ
て
い
る
（
法
一
〇
条
の
二
第
二
項
）。

都
市
計
画
法
や
農
地
法
と
異
な
り
、
こ
の
規
定
で
は
基
本
的
な
事
項
を
定
め
る
だ
け
で
、
政
省
令
へ
の
委
任
規
定
は
設
け
ら
れ
て
い
な

い
。
以
前
は
国
の
通
達
に
よ
っ
て
具
体
的
な
運
用
基
準
が
示
さ
れ
て
い
た
が）（1
（

、第
一
次
分
権
改
革
に
よ
っ
て
機
関
委
任
事
務
が
廃
止
さ
れ
、

通
達
の
法
的
拘
束
力
は
失
わ
れ
た
。
法
律
で
基
本
的
な
基
準
に
と
ど
め
て
い
る
点
（
自
治
事
務
に
関
す
る
執
行
基
準
の
規
定
の
一
つ
の
モ
デ
ル

と
い
え
る
）
や
、
農
地
法
の
よ
う
に
通
達
の
規
定
を
政
省
令
に
移
行
さ
せ
な
か
っ
た
点
は
、
評
価
で
き
る
。

も
っ
と
も
、
実
務
的
に
は
表
11
の
と
お
り
現
在
で
も
事
務
次
官
等
に
よ
る
通
知
が
出
さ
れ
、
こ
の
中
で
具
体
的
な
許
可
基
準
を
提
示
し

て
い
る
（
そ
の
内
容
は
前
記
通
達
を
踏
襲
）。
た
と
え
ば
二
項
三
号
の
周
辺
環
境
の
悪
化
に
つ
い
て
は
、
農
林
水
産
事
務
次
官
通
知
（
別
記
・

第
5
参
照
）
を
受
け
て
、
林
野
庁
長
官
通
知
で
、
残
置
・
造
成
す
る
森
林
・
緑
地
の
面
積
割
合
（
森
林
率
）
を
示
し
て
い
る
（
別
紙
1
・
第

5
参
照）

（（
（

）。
法
律
で
は
「
環
境
を
著
し
く
悪
化
さ
せ
る
お
そ
れ
が
あ
る
」
か
ど
う
か
が
基
準
と
な
っ
て
い
る
の
に
対
し
、
こ
れ
を
具
体
化

し
た
は
ず
の
通
知
で
は
森
林
率
の
問
題
に
、
い
わ
ば
「
読
み
替
え
」
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
許
可
基
準
を
数
値
化
す
る
こ
と
は
、
判
断
す

る
側
に
は
便
宜
で
あ
る
が
、
地
域
環
境
へ
の
影
響
を
質
的
に
審
査
す
る
こ
と
を
怠
る
結
果
に
な
る
た
め
、
法
解
釈
と
し
て
も
政
策
的
に
も

問
題
が
あ
る
。

こ
れ
ら
の
通
知
は
、
技
術
的
助
言
（
地
方
自
治
法
二
四
五
条
の
四
第
一
項
）
で
あ
る
が
、
多
く
の
都
道
府
県
が
こ
れ
に
準
拠
し
て
許
可
基

準
を
作
成
し
て
い
る
。
こ
れ
は
自
治
体
側
の
政
策
主
体
性
の
欠
如
を
示
し
て
い
る
が
、
国
と
し
て
も
、
法
律
の
解
釈
や
複
数
の
基
準
例
を

示
す
こ
と
は
支
障
な
い
が
、
数
値
を
含
む
詳
細
な
基
準
や
唯
一
の
基
準
例
を
示
す
こ
と
は
妥
当
で
な
い
。



三
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地
域
づ
く
り
法
制
の
過
剰
過
密
と
分
権
化
の
可
能
性
（
一
）（
礒
崎
）

表11　林地開発許可の基準に関する規定

森　林　法 施行令 施行規則 通知（技術的助言）
10条の2
2 知事は…次の各号のいずれに

も該当しないと認めるときは、
これを許可しなければならな
い。

 一  …当該森林の周辺の地域
において土砂の流出又は崩
壊その他の災害を発生させ
るおそれがあること。

 一 の二 …当該機能に依存す
る地域における水害を発生
させるおそれがあること。

 二  …当該機能に依存する地
域における水の確保に著し
い支障を及ぼすおそれがあ
ること。

 三  …当該森林の周辺の地域
における環境を著しく悪化
させるおそれがあること。

3 前項各号の規定の適用につき
…森林の機能を判断するに当
たっては、森林の保続培養及び
森林生産力の増進に留意しな
ければならない。

規定なし 規定なし 1  農林水産事務次官通知・別
記「開発許可基準の運用につ
いて」

 第1 一般的事項（7項目）
 第2 2項1号関係事項（8項目）
 第3  2項1号の2関係事項（1項

目）
 第4 2項2号関係事項（2項目）
 第5 2項3号関係事項（3項目）
2  林野庁長官通知・別紙1「開

発行為の許可基準の運用細則
について」

 第1 運用基準第1関係事項
 第2 運用基準第2関係事項
 第3 運用基準第3関係事項
 第4 運用基準第4関係事項
 第5 運用基準第5関係事項

注 ： 通知とは、農林水産事務次官通知「開発行為の許可制に関する事務の取扱いについて」
2002年3月29日付13林整治2396号、林野庁長官通知「開発行為の許可基準の運用細則につ
いて」2002年5月8日付14林整治第25号である。



三
四

⑹　

執
行
手
続

許
可
申
請
に
つ
い
て
は
、
省
令
で
定
め
る
手
続
に
従
っ
て
行
う
こ
と
と
さ
れ
て
お
り
（
一
〇
条
の
二
第
一
項
）、
省
令
で
は
、
申
請
書
に

開
発
行
為
に
係
る
森
林
の
位
置
図
・
区
域
図
と
三
つ
の
書
類
を
添
え
て
、
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
し
て
い
る
（
施
行
規
則

四
条
）。

6　

自
然
公
園
法
の
行
為
許
可

自
然
公
園
法
は
、
国
立
公
園
法
を
継
承
し
て
一
九
五
七
年
に
制
定
さ
れ
た
法
律
で
あ
る
が
、
優
れ
た
自
然
の
風
景
地
を
保
護
す
る
と
と

も
に
、
そ
の
利
用
の
増
進
を
図
る
こ
と
に
よ
り
、
国
民
の
保
健
、
休
養
お
よ
び
教
化
に
資
す
る
と
と
も
に
、
生
物
の
多
様
性
の
確
保
に
寄

与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
（
一
条
）。
自
然
の
風
景
地
の
保
護
だ
け
で
な
く
、
そ
の
利
用
の
増
進
も
目
的
に
し
て
い
る
点
で
、
自
然
環

境
保
全
法
と
は
異
な
る
。

日
本
の
自
然
公
園
は
、
都
市
公
園
の
よ
う
な
公
用
収
用
に
よ
る
「
営
造
物
公
園
」
で
は
な
く
、
公
用
制
限
に
よ
る
「
地
域
制
公
園
」
の

形
態
を
と
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
土
地
所
有
権
等
の
私
権
を
前
提
と
し
つ
つ
、
一
定
の
地
域
を
指
定
し
て
そ
こ
に
公
用
制
限
を
か
け
て

い
る
。
そ
の
た
め
、
公
園
制
度
の
実
効
性
を
確
保
す
る
に
は
、
い
か
に
私
権
と
の
調
整
を
図
り
つ
つ
土
地
の
利
用
を
ど
う
制
限
す
る
か
が

課
題
と
な
る
（
自
然
公
園
法
に
つ
い
て
は
、
環
境
庁
編
一
九
七
七
、
環
境
省
監
修
二
〇
〇
六
、
加
藤
二
〇
〇
八
参
照
）。

自
然
公
園
に
は
、
国
立
公
園
、
国
定
公
園
お
よ
び
都
道
府
県
立
公
園
の
三
種
類
が
あ
る
（
法
二
条
一
号
）。
こ
の
う
ち
、
国
立
公
園
お
よ

び
国
定
公
園
に
お
い
て
工
作
物
設
置
等
の
一
定
の
行
為
を
行
う
と
き
は
、
自
然
公
園
法
の
規
定
に
よ
り
許
可
ま
た
は
届
出
が
必
要
と
さ
れ

て
い
る
（
法
二
〇
条
三
項
、
二
一
条
三
項
、
三
三
条
一
項
）。
こ
れ
に
対
し
、
都
道
府
県
立
公
園
に
お
け
る
行
為
に
つ
い
て
は
、
条
例
で
同
様



三
五

地
域
づ
く
り
法
制
の
過
剰
過
密
と
分
権
化
の
可
能
性
（
一
）（
礒
崎
）

の
規
制
を
定
め
る
こ
と
が
で
き
る
（
法
七
三
条
一
項
）。
本
稿
で
は
、
都
道
府
県
知
事
が
担
当
す
る
国
定
公
園
に
お
け
る
行
為
規
制
の
制
度

を
対
象
と
し
、
検
討
の
便
宜
上
、
特
別
地
域
（
特
別
保
護
地
区
を
除
く
）
に
お
け
る
行
為
許
可
の
制
度
（
法
二
〇
条
三
項
）
を
取
り
上
げ
る
。

⑴　

目　
　
　

的

こ
の
制
度
は
、
国
定
公
園
の
「
優
れ
た
自
然
の
風
景
地
を
保
護
す
る
」
た
め
、
特
別
地
域
に
お
け
る
一
定
の
行
為
に
つ
い
て
許
可
を
要

す
る
と
し
た
も
の
で
あ
り
、
地
域
制
公
園
を
維
持
す
る
う
え
で
不
可
欠
の
制
度
で
あ
る
。
な
お
、
普
通
地
域
に
お
い
て
は
届
出
を
要
す
る

こ
と
と
し
（
三
三
条
一
項
）、
こ
れ
ら
が
一
体
と
な
っ
て
国
定
公
園
の
風
致
・
風
景
の
維
持
を
図
っ
て
い
る
。

⑵　

執
行
主
体

国
定
公
園
に
お
け
る
行
為
許
可
は
都
道
府
県
知
事
が
行
う
（
二
〇
条
三
項
）。
特
別
地
域
の
指
定
は
第
一
号
法
定
受
託
事
務
で
あ
る
が

（
二
〇
条
一
項
、
七
〇
条
）、
行
為
許
可
は
自
治
事
務
で
あ
る
。
な
お
、
国
立
公
園
の
特
別
地
域
に
お
け
る
行
為
許
可
は
環
境
大
臣
の
権
限
で

あ
る
が
、
指
定
地
域
に
お
け
る
一
定
の
行
為
は
都
道
府
県
知
事
の
権
限
と
さ
れ
て
い
る
（
施
行
令
附
則
三
項
）。

⑶　

対　
　
　

象

国
定
公
園
の
区
域
は
、
環
境
大
臣
が
、
関
係
都
道
府
県
の
申
出
に
よ
り
審
議
会
の
意
見
を
聴
い
て
指
定
し
（
五
条
二
項
）、
都
道
府
県
知

事
が
、当
該
公
園
の
風
致
を
維
持
す
る
た
め
、公
園
計
画
に
基
づ
い
て
、特
別
地
域
を
指
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
（
二
〇
条
一
項
）。
さ
ら
に
、

公
園
計
画
の
う
ち
保
護
の
た
め
の
規
制
に
関
す
る
計
画
を
定
め
る
際
に
は
、
特
別
地
域
を
第
一
種
特
別
地
域
（
風
致
を
維
持
す
る
必
要
性
が

最
も
高
い
地
域
）、第
二
種
特
別
地
域
（
第
一
種
お
よ
び
第
三
種
以
外
の
地
域
）、第
三
種
特
別
地
域
（
風
致
を
維
持
す
る
必
要
性
が
比
較
的
低
い
地
域
）

の
三
つ
に
区
分
す
る
も
の
と
し
て
い
る
（
施
行
規
則
九
条
の
二
）。
こ
の
区
分
に
よ
っ
て
、後
述
の
行
為
許
可
の
基
準
も
異
な
る
内
容
と
な
っ

て
い
る
（
同
一
一
条
）。



三
六

こ
の
特
別
地
域
に
お
い
て
一
定
の
行
為
を
行
う
場
合
は
、
知
事
の
許
可
が
必
要
と
な
る
。
法
律
で
は
、
表
12
の
と
お
り
、
工
作
物
の
新

築
・
改
築
・
増
築
、
木
竹
の
伐
採
、
鉱
物
の
掘
取
・
土
石
の
採
取
な
ど
一
八
項
目
が
掲
げ
ら
れ
て
い
る
。
都
市
計
画
法
、
農
地
法
、
森
林

法
等
の
規
制
が
対
象
行
為
を
包
括
的
に
定
義
し
、
適
用
除
外
を
定
め
る
「
包
括
定
義
方
式
」
を
採
っ
て
い
る
の
に
対
し
て
、
こ
の
法
律
の

規
制
は
対
象
行
為
を
具
体
的
に
列
挙
す
る
「
個
別
列
挙
方
式
」
を
採
っ
て
い
る
と
い
え
る
（
礒
崎
二
〇
〇
〇
ｂ
参
照
）。

た
だ
し
、
こ
れ
ら
に
該
当
す
る
場
合
で
あ
っ
て
も
、
公
園
事
業
の
執
行
と
し
て
行
う
行
為
、
通
常
の
管
理
行
為
、
軽
易
な
行
為
そ
の
他

の
行
為
で
あ
っ
て
省
令
で
定
め
る
も
の
等
に
つ
い
て
は
適
用
が
除
外
さ
れ
て
お
り
（
二
〇
条
九
項
）、
こ
れ
を
受
け
て
施
行
規
則
で
一
三
一

の
行
為
を
定
め
て
い
る
（
施
行
規
則
一
二
条
）。
個
別
列
挙
方
式
を
採
っ
て
一
八
項
目
を
指
定
し
な
が
ら
、
さ
ら
に
多
数
の
適
用
除
外
を
設

け
る
と
い
う
制
度
設
計
は
、
国
民
に
は
わ
か
り
に
く
い
。
な
お
、
国
の
機
関
が
行
う
行
為
も
許
可
を
要
し
な
い
が
、
許
可
に
代
え
て
協
議

が
必
要
と
さ
れ
て
い
る
（
法
六
八
条
一
項
）。

こ
う
し
た
対
象
は
、
自
然
の
風
景
地
に
影
響
す
る
行
為
を
列
挙
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
影
響
は
地
域
的
に
判
断
す
れ
ば
足
り
る
と

考
え
ら
れ
る
。
国
立
公
園
で
あ
れ
ば
、
国
と
し
て
守
る
べ
き
貴
重
な
風
景
地
と
し
て
広
域
的
統
一
性
（
Ｄ
）
の
要
請
も
認
め
ら
れ
る
が
、

国
定
公
園
に
つ
い
て
ま
で
、
そ
う
し
た
要
請
を
認
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
一
定
の
基
準
や
代
表
的
行
為
の
列
挙
に
と
ど
め
、
具
体
的
な

対
象
は
条
例
や
規
則
で
定
め
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

⑷　

執
行
手
段

執
行
手
段
は
許
可
制
で
あ
る
。
こ
れ
に
違
反
し
た
場
合
の
対
応
手
段
と
し
て
、
是
正
命
令
制
（
三
四
条
一
項
）
や
罰
則
制
（
八
三
条
三
号
、

八
二
条
）
が
採
ら
れ
て
い
る
。

⑸　

執
行
基
準



三
七

地
域
づ
く
り
法
制
の
過
剰
過
密
と
分
権
化
の
可
能
性
（
一
）（
礒
崎
）

表12　国定公園特別地域における行為許可の対象に関する規定

自然公園法 施　行　令 施行規則
2条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、

それぞれ当該各号に定めるところによる。
 一  自然公園 国立公園、国定公園及び都道府県立自然

公園をいう。…
 三  国定公園 国立公園に準ずる優れた自然の風景地で

あって、環境大臣が第五条第二項の規定により指定す
るものをいう。…

5条 2 国定公園は、環境大臣が、関係都道府県の申出に
より、審議会の意見を聴き、区域を定めて指定する。

…
20条
3 特別地域（特別保護地区を除く。…）内においては、次

の各号に掲げる行為は、…国定公園にあっては都道府県
知事の許可を受けなければ、してはならない。ただし、
非常災害のために必要な応急措置として行う行為又は第3
号に掲げる行為で森林の整備及び保全を図るために行う
ものは、この限りでない。

 一  工作物を新築し、改築し、又は増築すること。
 二  木竹を伐採すること。
 三  環境大臣が指定する区域内において木竹を損傷する

こと。
 四  鉱物を掘採し、又は土石を採取すること。
 五  河川、湖沼等の水位又は水量に増減を及ぼさせるこ

と 
…
 十 八 前各号に掲げるもののほか、特別地域における風

致の維持に影響を及ぼすおそれがある行為で政令で定
めるもの 

…
9 次に掲げる行為については、第3項…の規定は、適用し

ない。
 一  公園事業の執行として行う行為
 二  認定生態系維持回復事業等（…）として行う行為
 三  …風景地保護協定区域内で行う行為であって、同項

第2号又は第3号に掲げる事項に従って行うもの
 四  通常の管理行為、軽易な行為その他の行為であって、

環境省令で定めるもの
68条 国の機関が行う行為については、第20条第3項、…の

規定による許可を受けることを要しない。この場合にお
いて、当該国の機関は、その行為をしようとするときは、
…国定公園にあっては都道府県知事に協議しなければな
らない。

規定なし

12条（特別地域
内の許可又は届
出を要しない行
為、131項目）



三
八

特
別
地
域
等
の
許
可
基
準
に
つ
い
て
は
、
農
地
転
用
許
可
と
同
様
に
、
か
つ
て
は
法
律
・
政
省
令
の
い
ず

れ
に
も
規
定
が
な
く
、
環
境
庁
の
通
達
で
審
査
指
針
が
示
さ
れ
て
い
た）（1
（

。
第
一
次
分
権
改
革
に
伴
い
、
表
13

の
と
お
り
、
法
律
で
「
都
道
府
県
知
事
は
、
前
項
各
号
に
掲
げ
る
行
為
で
環
境
省
令
で
定
め
る
基
準
に
適
合

し
な
い
も
の
に
つ
い
て
は
、
同
項
の
許
可
を
し
て
は
な
ら
な
い
」
と
さ
れ
（
二
〇
条
四
項
）、
施
行
規
則
で

三
七
項
目
に
わ
た
る
基
準
が
定
め
ら
れ
た
（
一
一
条）

（1
（

）。
こ
の
基
準
は
長
文
か
つ
複
雑
で
あ
る
が
、
ま
ず
各
行

為
の
目
的
、
態
様
を
工
作
物
の
新
築
・
改
築
・
増
築
な
ど
に
分
け
る
と
と
も
に
、
地
域
区
分
に
従
っ
て
特
別

保
護
地
区
、
第
一
種
特
別
地
域
等
で
は
極
力
許
可
せ
ず
、
第
二
種
特
別
地
域
、
次
い
で
第
三
種
特
別
地
域
に

な
る
ほ
ど
ゆ
る
や
か
な
基
準
に
す
る
と
い
う
考
え
方
を
採
っ
て
い
る
。「
優
れ
た
自
然
の
風
景
地
」
と
い
う

国
民
の
財
産
を
守
る
点
で
、
一
定
の
基
準
を
設
定
す
る
こ
と
は
広
域
的
統
一
性
（
Ｄ
）
ま
た
は
政
策
的
統
一

性
（
Ｅ
）
の
要
請
に
基
づ
く
と
認
め
ら
れ
る
が
、
自
治
事
務
に
お
け
る
地
域
的
適
合
性
を
考
え
る
と
、
こ
こ

ま
で
詳
細
か
つ
確
定
的
な
基
準
と
す
る
こ
と
は
妥
当
と
は
い
え
な
い
。

さ
ら
に
、
こ
の
省
令
の
基
準
に
つ
い
て
、
環
境
庁
自
然
保
護
局
長
通
知
に
お
い
て
具
体
的
な
解
釈
な
い
し

注
意
事
項
が
定
め
ら
れ
て
い
る）（1
（

。
こ
れ
は
自
治
事
務
で
あ
る
国
定
公
園
の
行
為
許
可
に
対
し
て
は
技
術
的
助

言
と
な
る
が
、
実
務
上
は
ほ
と
ん
ど
の
都
道
府
県
が
こ
れ
に
基
づ
い
て
審
査
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
た

だ
し
、
数
値
基
準
等
を
含
ま
な
い
点
で
は
、
技
術
的
助
言
ら
し
い
内
容
と
も
い
え
る
。

⑹　

執
行
手
続

許
可
の
申
請
に
あ
た
っ
て
は
、
一
定
の
事
項
を
定
め
た
申
請
書
を
い
く
つ
か
の
図
面
を
添
え
て
提
出
し
な

表13　国定公園特別地域における行為許可の基準に関する規定

自然公園法 施　行　令 施行規則
20条
4 環境大臣又は都道府県知事は、前項各号に掲げる行為で

環境省令で定める基準に適合しないものについては、同
項の許可をしてはならない。

規定なし 11条（ 法20条4項
の行為許可の基
準、37項目）



三
九

地
域
づ
く
り
法
制
の
過
剰
過
密
と
分
権
化
の
可
能
性
（
一
）（
礒
崎
）

け
れ
ば
な
ら
な
い
（
施
行
規
則
一
〇
条
一
項
、
二
項
等
）。

ま
た
知
事
は
、
許
可
に
あ
た
り
、
当
該
許
可
に
係
る
行
為
が
当
該
国
定
公
園
の
風
致
に
及
ぼ
す
影
響
そ
の
他
の
事
情
を
考
慮
し
て
省
令

で
定
め
る
行
為
に
該
当
す
る
と
き
は
、
環
境
大
臣
に
協
議
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
二
〇
条
五
項
）。
国
の
機
関
か
許
可
に
代
わ
る
協
議
が

あ
っ
た
場
合
で
、
同
じ
く
省
令
で
定
め
る
行
為
に
該
当
す
る
と
き
も
、
同
様
で
あ
る
（
六
八
条
二
項
）。
施
行
規
則
で
は
、
ラ
ム
サ
ー
ル
条

約
の
指
定
湿
地
ま
た
は
世
界
遺
産
条
約
に
お
け
る
指
定
世
界
遺
産
区
域
に
お
け
る
五
つ
の
行
為
な
ど
三
項
目
が
規
定
さ
れ
て
い
る
（
施
行

規
則
一
一
条
の
三
、一
九
条
一
号
）。
こ
れ
ら
の
保
全
は
国
際
的
な
約
束
に
基
づ
く
義
務
で
あ
り
、
広
域
的
統
一
性
（
Ｄ
）
ま
た
は
政
策
的
統

一
性
（
Ｅ
）
の
要
請
に
基
づ
く
し
く
み
と
い
え
る
が
、
許
可
基
準
等
に
厳
し
い
基
準
を
定
め
れ
ば
足
り
、
大
臣
に
対
す
る
個
別
の
協
議
ま

で
は
必
要
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。

　
　
　

7　

土
地
利
用
規
制
法
の
規
定
の
特
徴
（
ま
と
め
）

以
上
の
五
つ
の
制
度
を
横
断
的
に
み
る
と
、
い
ず
れ
も
細
か
い
規
定
を
設
け
て
お
り
、
過
密
な
規
定
と
な
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

特
に
各
事
務
の
⑶
対
象
と
⑸
執
行
基
準
（
農
振
法
に
つ
い
て
は
指
定
と
除
外
の
基
準
）
は
、
制
度
の
あ
り
方
を
規
定
す
る
重
要
な
要
素
で
あ
る

が
、
詳
細
な
規
定
が
定
め
ら
れ
て
い
る
。
も
っ
と
も
、
法
律
に
よ
っ
て
か
な
り
差
異
が
あ
る
。

表
14
は
、
各
事
務
の
対
象
と
執
行
基
準
が
ど
う
い
う
形
式
で
定
め
ら
れ
て
い
る
か
を
概
観
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
る
と
、
ま
ず

対
象
に
つ
い
て
は
、
①
法
律
だ
け
で
定
め
て
い
る
制
度
（
農
振
法
）
と
、
②
法
律
と
省
令
で
定
め
て
い
る
制
度
（
自
然
公
園
法
）、
③
法
律
、

政
令
、
省
令
で
定
め
て
い
る
制
度
（
都
市
計
画
法
、
農
地
法
、
森
林
法
）
に
分
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
次
に
執
行
基
準
に
つ
い
て
は
、
①
法

律
だ
け
で
定
め
て
い
る
制
度
（
農
振
法
・
除
外
、
森
林
法
）、
②
法
律
と
省
令
で
定
め
て
い
る
制
度
（
自
然
公
園
法
）、
③
法
律
、
政
令
、
省
令
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で
定
め
て
い
る
制
度
（
都
市
計
画
法
、
農
振
法
・
指
定
、
農
地
法
）
に
分
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

そ
も
そ
も
、
農
振
法
は
計
画
策
定
事
務
で
あ
る
た
め
、
規
律
密
度
が
低
い
（
裁
量
の
余
地

が
大
き
い
）が
、全
体
と
し
て
対
象
と
執
行
基
準
を
中
心
に
法
律
で
ど
こ
ま
で
規
定
す
る
か
、

政
令
と
省
令
の
い
ず
れ
で
よ
り
細
か
い
規
定
を
定
め
る
か
に
つ
い
て
、
一
貫
し
た
方
針
は

読
み
と
れ
な
い
。
ま
た
、
森
林
法
の
規
律
密
度
は
比
較
的
低
い
が
、
他
は
明
ら
か
に
「
過

密
」
で
あ
る
。

い
ず
れ
に
し
て
も
、
第
一
に
、
土
地
利
用
規
制
に
つ
い
て
は
、
制
度
が
縦
割
り
に
分
立

し
て
お
り
、
法
令
が
「
過
剰
」
に
な
っ
て
い
る
。
第
二
に
、
制
度
の
対
象
と
執
行
基
準
を

中
心
に
詳
細
な
規
定
が
定
め
ら
れ
、
法
令
が
「
過
密
」
に
な
っ
て
い
る
。
第
三
に
、
執
行

基
準
を
定
め
る
形
式
に
つ
い
て
は
、
法
律
で
あ
る
程
度
の
規
定
が
定
め
ら
れ
て
い
る
点
は

共
通
す
る
も
の
の
、
政
令
と
省
令
を
活
用
す
る
か
否
か
は
、
制
度
（
ま
た
は
所
管
省
庁
）
に

よ
っ
て
異
な
っ
て
い
る
。
第
四
に
、
条
例
に
授
権
す
る
規
定
は
、
都
市
計
画
法
を
除
い
て

ほ
と
ん
ど
見
ら
れ
ず
、
自
治
体
の
判
断
で
執
行
基
準
を
審
査
基
準
等
で
具
体
化
す
る
規
定

を
定
め
る
こ
と
は
可
能
と
考
え
ら
れ
る
も
の
の
、
全
体
に
条
例
の
役
割
は
重
視
さ
れ
て
い

な
い
。

表14　土地利用規制事務の対象と執行基準の規定形式の比較（概観）

法   律
対   象 執 行 基 準

法律 政令 省令 法律 政令 省令 通知等
都市計画法 ◎ ◎ ○ ◎ ◎ ◎ △

農 振 法 ◎ × ×
○ ○ ○
○ △ ×

農 地 法 ○ △ △ ○ ◎ ◎
森 林 法 ◎ △ △ ○ × × ◎
自然公園法 ◎ × ◎ △ × ◎ ◎

 注 ： 記号は概ね、◎＝30項目以上の規定あり、○＝10〜29項目の規定あり、△＝9項目以下の規
定あり、を示す。農振法の執行基準は、上段が指定、下段が除外を示す。
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地
域
づ
く
り
法
制
の
過
剰
過
密
と
分
権
化
の
可
能
性
（
一
）（
礒
崎
）

（
1
）
「
地
域
づ
く
り
」
と
「
暮
ら
し
づ
く
り
」
の
区
分
は
、
第
一
次
分
権
改
革
の
際
に
地
方
分
権
推
進
委
員
会
が
地
域
づ
く
り
部
会
と
暮
ら
し
づ
く

り
部
会
を
設
置
し
て
、
各
行
政
分
野
の
法
令
の
分
権
化
を
検
討
し
た
こ
と
に
な
ら
っ
た
。
ハ
ー
ド
部
門
と
ソ
フ
ト
部
門
と
い
う
こ
と
も
で
き
る
。

こ
れ
に
対
し
て
自
治
法
制
は
、
自
治
体
の
組
織
・
運
営
を
分
野
横
断
的
に
規
律
す
る
法
領
域
を
指
し
て
い
る
。

（
2
）
た
と
え
ば
、「
都
市
計
画
法
関
係
法
令
体
系
」（
千
葉
県
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
か
ら
入
手
）
で
は
、
都
市
計
画
法
関
係
だ
け
で
六
三
本
の
法
律
が
あ
る

と
さ
れ
て
い
る
。

（
3
）
開
発
許
可
取
消
訴
訟
に
お
い
て
、
開
発
行
為
の
影
響
を
受
け
る
地
域
住
民
に
原
告
適
格
を
認
め
る
判
決
が
増
え
て
い
る
（
最
高
裁
平
成
九
年
一

月
二
八
日
判
決
・
民
集
五
一
巻
一
号
二
五
〇
頁
ほ
か
）。
事
後
に
司
法
手
続
に
よ
っ
て
開
発
行
為
の
是
非
を
争
う
こ
と
が
で
き
る
と
す
れ
ば
、
事

前
に
地
域
住
民
の
意
見
を
聴
き
、
調
整
を
図
る
こ
と
が
合
理
的
で
あ
る
。

（
4
）
そ
の
た
め
、
か
ね
て
か
ら
公
益
的
な
事
業
を
除
い
て
一
切
の
例
外
を
認
め
な
い
と
い
っ
た
厳
し
い
運
用
が
あ
る
反
面
、
地
権
者
等
の
意
向
に
押

さ
れ
て
安
易
に
除
外
を
認
め
、
農
振
制
度
の
意
義
が
問
わ
れ
る
事
例
も
報
告
さ
れ
て
い
る
（
総
務
庁
行
政
監
察
局
編
一
九
九
二
：
九
八
─

一
三
〇
）。

こ
れ
は
市
町
村
側
に
優
良
農
地
に
対
す
る
政
策
的
主
体
性
が
欠
け
て
い
る
結
果
で
あ
り
、
法
令
の
規
律
密
度
を
高
く
し
て
も
、
地
域
の
実
情
に
合

わ
な
い
結
果
に
な
り
や
す
い
こ
と
に
注
意
す
る
必
要
が
あ
る
。

（
5
）
我
孫
子
市
長
が
農
用
地
利
用
計
画
の
変
更
（
農
用
地
区
域
の
除
外
）
を
行
う
た
め
、
千
葉
県
知
事
に
協
議
し
同
意
を
求
め
た
と
こ
ろ
、
知
事
が

同
意
し
な
か
っ
た
事
案
（
自
治
紛
争
）
な
ど
も
、
国
の
政
省
令
の
基
準
を
形
式
的
に
当
て
は
め
よ
う
と
し
て
も
、
地
域
で
は
機
能
し
な
い
こ
と
の

表
れ
だ
と
思
わ
れ
る
。
自
治
紛
争
処
理
委
員
平
成
二
三
年
一
〇
月
二
一
日
決
定
（
地
方
自
治
判
例
百
選
（
四
版
）
二
〇
六
頁
）。
礒
崎
二
〇
一
一
ａ
、

ｂ
参
照
。

（
6
）
農
林
水
産
省
「
農
地
転
用
許
可
権
限
に
係
る
指
定
市
町
村
一
覧
」（
同
省
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
か
ら
入
手
）
に
よ
る
と
、
二
〇
一
八
年
三
月
時
点
で

二
一
道
県
の
四
九
市
町
が
指
定
さ
れ
て
い
る
。

（
7
）
以
前
は
法
令
に
は
許
可
基
準
の
規
定
が
な
く
、農
林
事
務
次
官
通
達「
農
地
転
用
許
可
基
準
の
制
定
に
つ
い
て
」一
九
五
九
年
一
〇
月
二
七
日
付
・

三
四
農
地
三
三
五
三
号
な
ど
の
通
達
で
定
め
ら
れ
て
い
た
が
、
機
関
委
任
事
務
制
度
が
廃
止
さ
れ
る
見
込
み
と
な
っ
た
後
の
一
九
九
八
年
農
地
法

改
正
に
よ
っ
て
、
法
律
・
政
令
・
省
令
に
分
割
す
る
形
で
現
在
の
規
定
が
設
け
ら
れ
た
。
通
達
の
法
的
拘
束
力
が
失
わ
れ
る
前
の
「
駆
け
込
み
」

で
あ
り
、
分
権
改
革
の
理
念
を
骨
抜
き
に
す
る
措
置
と
い
え
る
が
、
問
題
視
さ
れ
な
か
っ
た
。

（
8
）
一
九
九
八
年
法
改
正
以
前
は
、
農
地
区
分
と
し
て
、
甲
種
―
乙
種
、
第
一
種
〜
第
三
種
の
農
地
区
分
を
定
め
、
そ
れ
ぞ
れ
転
用
許
可
の
方
針
を
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定
め
て
い
た
。
農
林
事
務
次
官
通
達
「
市
街
化
調
整
区
域
に
お
け
る
農
地
転
用
許
可
基
準
に
つ
い
て
」
一
九
六
九
年
一
〇
月
二
二
日
付
四
四
農
地

Ｂ
三
一
六
五
号
参
照
。

（
9
）
一
九
九
八
年
法
改
正
以
前
は
、前
記
農
林
事
務
次
官
五
九
年
通
達
に
お
い
て
、①
申
請
目
的
実
現
の
確
実
性
、②
最
小
限
の
計
画
面
積
、③
位
置
、

④
用
排
水
の
確
保
、
⑤
被
害
防
除
、
⑥
一
時
転
用
に
お
け
る
原
状
回
復
の
確
実
性
な
ど
の
基
準
が
定
め
ら
れ
て
い
た
。
現
在
の
基
準
は
こ
れ
を
踏

襲
し
た
も
の
と
い
え
る
。

（
10
）
農
林
事
務
次
官
通
達
「
森
林
法
及
び
森
林
組
合
合
併
助
成
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
に
つ
い
て
」
一
九
七
四
年
一
〇
月
三
一
日
付
四

九
林
野
企
八
二
号
・
別
紙
「
開
発
行
為
の
許
可
基
準
の
運
用
に
つ
い
て
」、
林
野
庁
長
官
通
達
「
開
発
行
為
の
許
可
基
準
の
運
用
細
則
に
つ
い
て
」

一
九
七
四
年
一
〇
月
三
一
日
付
四
九
林
野
治
二
五
二
一
号
参
照
。

（
11
）
た
と
え
ば
ゴ
ル
フ
場
の
造
成
、
宿
泊
施
設
・
レ
ジ
ャ
ー
施
設
の
設
置
に
つ
い
て
は
、「
森
林
率
は
お
お
む
ね
五
〇
パ
ー
セ
ン
ト
（
残
置
森
林
率

は
お
お
む
ね
四
〇
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
）
と
す
る
」
と
さ
れ
、
住
宅
団
地
の
造
成
に
つ
い
て
は
、「
森
林
率
は
お
お
む
ね
二
〇
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
（
緑

地
を
含
む
）」
と
さ
れ
て
い
る
。

（
12
）
環
境
庁
自
然
保
護
局
長
通
達
「
国
立
公
園
内
（
普
通
地
域
を
除
く
。）
に
お
け
る
各
種
行
為
に
関
す
る
審
査
指
針
に
つ
い
て
」
一
九
七
四
年
一

一
月
二
〇
日
付
環
自
企
五
七
〇
号
。

（
13
）
第
一
次
分
権
改
革
に
伴
う
法
改
正
に
つ
い
て
は
、
環
境
庁
自
然
保
護
局
長
通
知
「
地
方
分
権
の
推
進
を
図
る
た
め
の
関
係
法
律
の
整
備
等
に
関

す
る
法
律
等
に
よ
る
自
然
公
園
法
の
改
正
等
に
つ
い
て
」
二
〇
〇
〇
年
七
月
一
七
日
付
環
自
一
五
七
号
参
照
。

（
14
）
環
境
庁
自
然
保
護
局
長
通
知
「
自
然
公
園
法
の
行
為
の
許
可
基
準
の
細
部
解
釈
及
び
運
用
方
法
に
つ
い
て
」
二
〇
〇
〇
年
八
月
七
日
付
環
自
計

一
七
一
号
。

参
考
文
献

礒
崎
初
仁
（
二
〇
〇
〇
ａ
）「
土
地
利
用
規
制
と
分
権
改
革
」
今
村
都
南
雄
編
著
『
自
治
・
分
権
シ
ス
テ
ム
の
可
能
性
』
敬
文
堂

礒
崎
初
仁（
二
〇
〇
〇
ｂ
）「
土
地
利
用
規
制
の
法
シ
ス
テ
ム
と
分
権
改
革

―「
通
達
行
政
」の
変
容
」千
葉
大
学
環
境
法
研
究
会
編『
環
境
法
制
の
研
究
』

（
非
売
品
）

礒
崎
初
仁
（
二
〇
一
一
ａ
，ｂ
）「
都
道
府
県
・
市
町
村
間
関
係
と
紛
争
処
理
（
一
）（
二
）
―
我
孫
子
市
農
用
地
利
用
計
画
不
同
意
事
件
を
題
材
と
し
て
」
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地
域
づ
く
り
法
制
の
過
剰
過
密
と
分
権
化
の
可
能
性
（
一
）（
礒
崎
）

『
自
治
研
究
』
八
七
巻
一
一
号
、
一
二
号

礒
崎
初
仁
（
二
〇
一
一
ｃ
）「
法
令
規
律
密
度
と
自
治
立
法
権
─
地
方
分
権
改
革
推
進
委
員
会
の
検
討
を
踏
ま
え
て
」
北
村
喜
宣
ほ
か
編
『
自
治
体
政

策
法
務
─
地
域
特
性
に
適
合
し
た
法
環
境
の
創
造
』
有
斐
閣

礒
崎
初
仁
（
二
〇
一
七
）「
法
令
の
過
剰
過
密
と
立
法
分
権
の
可
能
性
─
分
権
改
革
・
第
3
ス
テ
ー
ジ
に
向
け
て
」
北
村
喜
宣
ほ
か
編
『
自
治
体
政
策

法
務
の
理
論
と
課
題
別
実
践
（
鈴
木
庸
夫
先
生
古
稀
記
念
）』
第
一
法
規

礒
崎
初
仁
（
二
〇
一
八
）『
自
治
体
政
策
法
務
講
義
（
改
訂
版
）』
第
一
法
規

大
塩
洋
一
郎
編
著
（
一
九
八
一
）『
日
本
の
都
市
計
画
法
』
ぎ
ょ
う
せ
い

開
発
許
可
制
度
研
究
会
（
二
〇
一
五
）『
最
新 

開
発
許
可
制
度
の
解
説
（
第
三
次
改
訂
版
）』
ぎ
ょ
う
せ
い

加
藤
峰
夫
（
二
〇
〇
八
）『
国
立
公
園
の
法
と
制
度
』
古
今
書
院

環
境
庁
自
然
保
護
局
企
画
調
整
課
編
（
一
九
七
七
）『
自
然
公
園
法
の
解
説
』
中
央
法
規

環
境
庁
自
然
保
護
局
（
一
九
八
一
）『
自
然
保
護
行
政
の
あ
ゆ
み

―
自
然
公
園
50
周
年
記
念
』

環
境
省
自
然
環
境
局
国
立
公
園
課
監
修
（
二
〇
〇
六
）『
改
訂 

自
然
公
園
実
務
必
携
』
中
央
法
規
出
版

森
林
・
林
業
基
本
政
策
研
究
会
編
著
（
二
〇
一
七
）『
解
説 

森
林
法
（
改
訂
版
）』
大
成
出
版
社

総
務
庁
行
政
監
察
局
編
（
一
九
九
二
）『
総
合
的
・
計
画
的
な
農
業
の
振
興
を
め
ざ
し
て

―
総
務
庁
の
農
業
振
興
地
域
に
関
す
る
行
政
監
察
結
果
か
ら
』

大
蔵
省
印
刷
局

髙
木
賢
・
内
藤
恵
久
（
二
〇
一
七
）『
逐
条
解
説 

農
地
法
』
大
成
出
版
社

（
一
社
）
日
本
治
山
治
水
協
会
・
日
本
林
道
協
会
編
（
二
〇
一
七
）『
保
安
林
・
林
地
開
発
許
可
業
務
必
携
』（
基
本
法
令
通
知
編
）
森
林
科
学
研
究
所

農
業
振
興
地
域
制
度
研
究
会
編
著
（
二
〇
〇
一
）『
農
業
振
興
地
域
の
整
備
に
関
す
る
法
律
の
解
説
（
改
訂
版
）』
大
成
出
版
社

農
林
水
産
省
構
造
改
善
局
監
修
（
一
九
七
六
）『
改
正
・
農
業
振
興
地
域
整
備
法
の
解
説
』
全
国
農
業
会
議
所

農
林
水
産
省
構
造
改
善
局
農
政
部
農
政
課
・
農
地
転
用
実
務
研
究
会
編
著
（
一
九
九
九
）『
農
地
転
用
許
可
制
度
の
解
説
』
東
京
法
令
出
版

畠
山
武
道
（
二
〇
〇
四
）『
自
然
保
護
法
講
義
（
第
二
版
）』
北
海
道
大
学
図
書
刊
行
会

安
本
典
夫
（
二
〇
一
七
）『
都
市
法
概
説
（
第
三
版
）』
法
律
文
化
社

山
村
恒
年
（
一
九
九
四
）『
自
然
保
護
の
法
と
戦
略
（
第
二
版
）』
有
斐
閣



四
四

林
野
庁
編
（
一
九
九
二
）『
林
地
開
発
許
可
業
務
必
携
（
平
成
四
年
版
）』
日
本
治
山
治
水
協
会

和
田
正
明
（
一
九
八
一
）『
農
地
法
詳
解
』
学
陽
書
房

（
本
学
法
学
部
教
授
）


